
《要旨》

 第四次産業革命によって、雇用社会はどのように変化し、またそれによってどのような

新たな雇用・労働法政策が必要とされるのであろうか（いわゆる“労働 4.0”をめぐる議

論）。本稿は、第 71 回ドイツ法曹大会に提出された、Rüdiger Krause 教授による鑑定意

見『雇用社会のデジタル化－課題と規制の必要性』を素材として、かかる問いに対するド

イツ労働法学における議論の到達点を明らかにすることを目的とするものである。本稿に

おける検討の結果、ドイツにおいては、第四次産業革命（雇用社会のデジタル化）は、労

働法の規制領域のなかでも特に、労働時間法・年次有給休暇法・労働安全衛生法・労働者

個人情報（データ）保護法・集団的労使関係法・自営的就業者保護法の各分野に対して重

要な影響を及ぼし、従って立法政策による対応の要否およびその在り方が議論されている

ことが明らかとなった。そこにおいて提示されている個々の立法政策上の議論自体、我が

国にとって多くの点で示唆的であるが、第四次産業革命の文脈においても雇用・労働法政

策形成にかかる基本姿勢として、「エビデンスに基づいた政策形成（EBPM）」がなされる

べきこと、またその具体的形成に当たっては、既存の労働法令をめぐる解釈論との関係性

を常に意識すべきことを、我々は上記・鑑定意見から、まずは学ぶべきであるように思わ

れる。

（備考）本論文は、執筆者個人の責任で発表するものであり、独立行政法人 労働

政策研究・研修機構としての見解を示すものではない。
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Ⅰ．序説

1．日本における政策動向－Society5.0
水力・蒸気力を用いた機械化による第一次産業革命、電気・ベルトコンベヤーを用いた

大量生産による第二次産業革命、エレクロトニクス・IT を用いた第三次産業革命に続き、

現在、「第四次産業革命」と称される新たな局面を迎えつつあるとされる。その原動力とな

っているのが、AI（人工知能）、IoT（モノのインターネット化）、ビッグ・データおよびロ

ボットといった新たな技術革新である。

ⅰ）これらの技術革新によって、産業構造はどのように変化するのであろうか？この点

について、日本でも最近になって「Society 5.0」の名のもとに、AI をはじめとした上記の

先端技術を、産業のみならず社会生活のあらゆる分野にも実装し、それによって経済発展

と社会的課題の解決を狙うことが、政府の成長戦略 1にも盛り込まれるに至っている。か

かる Society 5.0 が実現された社会においては、IoT により、全てのヒトとモノとが繋が

り、現実（フィジカル）空間のセンサーから膨大な情報が仮想（サイバー）空間に集積さ

れ、かかるビッグ・データを AI が解析し、その解析結果が現実空間の人間にロボット等

を通じてフィードバックされ、それによって新たな価値が産業や社会にもたらされるとさ

れる 2。これにより、我が国においても、上記の技術革新による産業構造の変化（第四次産

業革命の進行）は、既に既定路線となっているものとみて差し支えないであろう。

ⅱ）それでは、このような変化によって、雇用・労働の分野にはどのような影響が生じ

うるのであろうか？この問題について、日本ではまさに現在、厚生労働省の労働政策審議

会・労働政策基本部会において精力的な検討が行われており、2018 年 9 月には報告書（以

下、基本部会報告書）3も公表されるに至っている。また、「柔軟な働き方」や「雇用類似

の働き方」といった第四次産業革命に関連した個別のテーマについても、厚生労働省の各

検討会において既に検討が行われ、あるいは今後行われようとしている状況にある 4。

 もっとも、ここでみたⅰ）・ⅱ）の問題は、いずれも多分に未来予測的要素を含んでおり、

生じる変化の態様やスピード、あるいは（法）政策の在り方等について、現時点で統一的

な理解が得られているわけでは必ずしも無いように思われる。実際、上記の基本部会報告

書のなかでも、「現時点では AI 等の技術革新が雇用・労働に与える影響は予測が難しいと

言わざるをえない」との指摘がなされている。このようにみてゆくと、我が国においては、

第四次産業革命下における雇用・労働（法）政策をめぐる議論は未だ端緒の段階にあり 5、

1 『未来投資戦略 2018』〔http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/〕 
2 詳細については、内閣府の HP〔https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html〕を参照。 
3 『労働政策審議会労働政策基本部会報告書』〔https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01176.html〕 
4 これらの個別テーマについて、既に公表された報告書としては、2017 年 12 月の『柔軟な働き方に関

する検討会報告書』〔https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189535.html〕や、2018 年 3 月の『雇用

類似の働き方検討会報告書』〔https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200771.html〕等がある。 
5 そのようななか、行政レベルの動きに先立って、この問題について労働法学の観点から詳細な分析・
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その具体的な形成については多くの部分で、今後の検討に委ねられているといえよう 6。

そして、そうであるとすれば、日本と同様の状況に置かれている諸外国においては、上記・

ⅰ）およびⅱ）の問題をめぐり、どのような議論や政策的取り組みがなされているのかを

正確に把握し、分析・検討を加えることは、日本が直面している（あるいは、今後直面し

うる）問題状況を相対的に捉え、また、ありうる政策オプションを模索するために、有益

な視点を提示してくれるように思われる。 
 

2．ドイツにおける“労働 4.0”をめぐる近時の政策動向 
 ところで、諸外国、とりわけ欧米先進諸国においては、第四次産業革命が雇用・労働に

及ぼす影響をめぐり、近年活発な議論がなされているのは周知の通りであるが 7、そのな

かでも相当に先進的な議論ないし政策的取り組みを行っているのが、ドイツである。すな

わち、「第四次産業革命（Industrie 4.0）」という概念自体、元来ドイツに端を発しており、

ドイツ連邦政府は 2011 年という比較的早い時期から、その実現に向けた議論を行ってき

た。また、とりわけそれが雇用・労働分野に及ぼしうる影響や新たに必要となる政策オプ

ションについては、「“労働（Arbeiten）4.0”」あるいは「雇用社会のデジタル化

（Digitalisierung der Arbeitswelt）」の名のもとに、連邦労働社会省（BMAS）のイニシ

アティブによる包括的な検討が既に 2015 年から行われ、2016 年 11 月にはかかる検討結

果を取りまとめた『労働 4.0・白書（Weißbuch）』8が公表されるに至っている。そして、

筆者は既に前稿 9において、かかる白書の内容とそれに対する労・使団体の評価、あるい

はその他の“労働 4.0”をめぐる周辺的動向について、主に法的観点から、分析・検討を行

ったところである。 
 ただ、なかんずく雇用・労働法政策という観点からいえば、上記・白書公表後の“労働

4.0”をめぐる動向は、やや停滞気味であったといわざるをえない。その背景としては、2017

                                                   
検討を行った先駆的研究として、大内伸哉『AI 時代の働き方と法－2035 年の労働法を考える』（弘文

堂、2017 年）がある。 
6 もっとも、職業訓練政策や労働時間政策等、幾つかの政策分野については、既に第四次産業革命に関

わる具体的な政策が実施されている。この点については、差し当たり、山本陽大「総論－AI 等による働

き方の変化と課題の整理」『連合総研ブックレット No.15・IoT や AI の普及に伴う労働への影響と課

題』（連合総合生活開発研究所、2018 年）9 頁以下を参照。 
7 諸外国の動向については、『JILPT 資料シリーズ No.205・近年の技術革新と雇用に関わる諸外国の政

策動向』（労働政策研究・研修機構、2018 年）を参照。 
8 BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0 : Arbeit weiter denken, 2016
〔http://www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/weissbuch.html〕. 
9 山本陽大「第四次産業革命による雇用社会の変化と労働法政策上の課題－ドイツにおける“労働 4.0”
をめぐる議論から日本は何を学ぶべきか？」JILPT Discussion Paper 18-02（2018 年）

〔http://www.jil.go.jp/institute/discussion/2018/18-02.html〕。また、ドイツの議論については、高橋賢

司「ドイツにおける IoT と AI をめぐる雇用政策－ワーク 4.0 をめぐるドイツ労働法上の新たな議論」

DIO 2017 年 9 月 26 頁、同「ドイツにおける『ワーク 4.0』と日本の課題」経営民主主義 68 号（2018
年）38 頁も参照。 
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年 9 月の連邦議会選挙後に行われたキリスト教民主・社会同盟（CDU/CSU）と自由民主

党（FDP）および緑の党（Bündnis 90 / Die Grünen）との間における連立交渉（いわゆる

Jamaika 交渉）の挫折と、その後のキリスト教民主・社会同盟と社会民主党（SPD）との

再度の大連立政権樹立に向けた交渉がもたらした、比較的長期にわたる政治的空白が大き

く作用していたものと推察される。 
もっとも、2018 年 3 月にようやく第四次メルケル政権が発足して以降は、新たに連邦

労働大臣に就任した Hubertus Heil 氏（社会民主党出身）のもと、“労働 4.0”にも関わる

幾つかの具体的な立法政策が立案され、既に 2018 年中に連邦議会において可決・成立を

みるに至ってはいる。しかしその一方で、連邦労働社会省においては同年 9 月から、“労働

4.0”をめぐり幅広い層を対象とした意見集約のプロセス（“将来に向けた対話

〔Zukunftsdialog〕”）を再びスタートさせており、そこでは 2019 年 4 月に中間報告書を

取りまとめたのちに、具体的政策の形成について議論を進めることが改めて予定されてい

る 10。かくして、ドイツにおける“労働 4.0”をめぐる具体的な政策動向もまた、2019 年

以降の本格的な展開が待たれる状況となっているのである。 
 

3．本稿の目的 
 そこで、本稿においては前稿とは少し視点を変えて、“労働 4.0”をめぐり、ドイツの労

働法学においてはどのような議論がなされているのかという点について、検討を行うこと

としたい。この点について、ドイツにおいては既に多くの研究が公表されているのである

が 11、本稿では、2016 年に刊行された Rüdiger Krause 教授による『雇用社会のデジタル

化－課題と規制の必要性』（以下、Krause 鑑定意見）12を中心に採り上げる。同書は、2016
年 9 月にドイツ・エッセンで開催された第 71 回ドイツ法曹大会において、「雇用社会のデ

ジタル化」との統一テーマのもと実施された労働・社会法部会へ Krause 教授が提出した

鑑定意見（Gutachten）であるが、本稿において、かかる Krause 鑑定意見に注目する理

                                                   
10 この点については、連邦労働社会省の HP
〔https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Zukunftsdialog/dialogprozess.html〕を参照。 
11 近時刊行された書籍として、Kramer (Hrsg.), IT-Arbeitsrecht: Digitalisierte Unternehmen: 
Herausforderungen und Lösungen, 2017; Giesen/Kersten, Arbeit 4.0 - Arbeitsbeziehungen und 
Arbeitsrecht in der Digitalen Welt, 2017; Däubler, Digitalisierung und Arbeitsrecht - Internet, 
Arbeit4.0 und Crowdwork, 6.Aufl., 2018 等がある。また、2017 年の 5 月に、独日労働法協会の 20 周

年を記念してベルリンおよびボッフムで“ドイツおよび日本における雇用社会のデジタル化”をテーマ

に行われたシンポジウムの成果を取りまとめたものとして、Düwell/Haase/Wolmerath (Hrsg.), 
Digitalisierung der Arbeitswelt in Deutschland und Japan, 2018 がある。 
12 Rüdiger Krause,Gutachten B zum 71.Deutschen Juristentag, Digitalisierung der Arbeitswelt -

Herausforderungen und Regelungsbedarf, C.H.Beck, 2016. また、同書の要約版として、Krause, 
Digitalisierung der Arbeitswelt - Herausforderungen und Regelungsbedarf, NZA 2016, S.1004.があ

る。なお、主にテレワークという観点から、かかる Krause 鑑定意見について部分的に検討を行った先

行研究として、石崎由希子「雇用型テレワークにおける労働者の自律と保護」『第四次産業革命と労働

法の課題』（労働問題リサーチセンター、2018 年）64 頁がある。 
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由は、次の通りである。 
 ドイツ法曹大会（Deutscher Juristentag）13は、ドイツの法律関係者によって構成され、

その学術的知見に基づいて、現代的な立法政策上のテーマについて、法改正の必要性を探

究し、かつ必要に応じて改正提案を行うことを目的とする学術会議である。2 年に一度開

催される同大会においては、通常 6 の部会（民事法・刑事法・公法・労働法・社会法・経

済法）においてそれぞれ統一テーマが設定されるのであるが、その際に、（具体的な改正提

案も含めて）当該テーマに対する第一次的かつ包括的な学術上の知見を提供するのが、鑑

定意見の役割となっている。各部会においては、かかる鑑定意見による報告を経たのち、

当該テーマに関わる個別的問題について、複数の報告者（Rerefenten）からの研究報告、

および部会参加者全体での議論を経たうえで、最終的に、ドイツ法曹大会としての当該テ

ーマにかかる改正提案について“決議（Beschluß）”が行われる。そして、かかる決議の内

容は、事実上、立法府に対しても大きな影響力を持つこととなるとされる。 
 このような位置付けに鑑みると、上記の Krause 鑑定意見というのは、雇用社会のデジ

タル化あるいは“労働 4.0”をめぐるドイツ労働法学における議論における一つの礎石

（corner stone）を提示したものとみて差し支えはないであろう 14。かくして、本稿は、

同書を素材として、1．でみたⅰ）およびⅱ）の問題（とりわけ、後者）について、ドイツ

労働法学における議論の到達点を明らかにすることを目的とするものである。 
なお、Krause 鑑定意見の公表以降、同書で改正の必要性が指摘されたドイツ労働法の

各規制領域においては、この間に立法政策上の新たな動きがみられた箇所も幾つかあるの

で、それらについては本稿中でその都度言及することとしたい。 
 
 
Ⅱ．Krause 鑑定意見における基本的視座 

1．デジタライゼーションによる雇用社会の変容 
 それでは、差し当たり、Krause 鑑定意見における基本的視座 15を確認しておこう。

Krause 教授は、同鑑定意見の冒頭において、「（雇用社会のデジタル化が）関わってくる労

働法上の規制領域を適切に確定するためには、まずもって、実際上の変化を正確に視野に

入れておくことが望ましい」16として、“デジタライゼーション（Digitalisierung）”という

現象自体の把握を試みている。その要点を整理すれば、次の通りである。 
 すなわち、デジタル化というのはドイツ社会全体で生じている現象であり、雇用社会に

                                                   
13 ここでの記述は、ドイツ法曹大会の HP〔https://www.djt.de/〕に依拠している。 
14 なお、Krause 教授は、2．でみた連邦労働社会省による『労働 4.0・白書』の取りまとめに至るまで

の議論・意見集約のプロセス（“国民との対話プロセス〔Dialogprozess〕”）において、専門家によるワ

ークショップ（「柔軟な働き方」）に委員としても参画していた。 
15 vgl. Krause, a.a.O.(Fn.12), S.10ff. 
16 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.10-11. 
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おけるそれは、あくまでその一局面に過ぎないのであるが、かかる変化にとって最大の推

進力となっているのは、コンピューター・ハードウェアの性能の飛躍的上昇と、大量の情

報交換をリアルタイムでかつグローバルに可能とするインターネット・ネットワーク等に

よって特徴付けられる、情報通信技術（Informations- und Kommunikationstechnologien）
の爆発的な進歩である。また、これにセンサーやアクチュエーター、カメラ等の小型化、

エネルギー効率化、低価格化が相まって、スマートフォンやタブレットといった情報端末

だけでなく、クラウド・コンピューティングやビッグ・データ分析（データ・マイニング）、

AI にかかる機械学習やディープラーニング、ロボット、3D プリンター、ウェアラブル端

末、自動運転等といった、多くの新たなデジタル・テクノロジーへの応用が可能となって

いる。 
なかでも、ドイツの連邦政府が推し進める第四次産業革命との関係で重要であるのは、

とりわけ製造業分野におけるサイバー・フィジカル・システム（CPS）を用いた“スマー

ト工場（Smart Factory）”の実現である。そこでは、人間、機械、工場、部品、製品が IoT
等のデジタル・テクノロジーによってネットワーク化され、製品の開発から製造、ロジス

ティック、販売、サービス、リサイクルに至るまでのバリュー・チェーン全体が、広範囲

にわたって自動化・効率化されることが狙われている 17。また、製造業分野以外において

も、デジタル・テクノロジーの利活用は広く及んでおり、例えば、連邦労働社会省が 2016
年に行った調査によれば、仕事上でデジタル情報通信技術（コンピューター、インターネ

ット、ラップトップ、タブレットまたはスマートフォン）を利用している被用者の割合は、

83％に上っているとされる 18。 
 このような認識を前提に、Krause 鑑定意見は、デジタル・テクノロジーの進歩は、雇用

社会に対して次のような変化を生じさせうると指摘する。まず第一に挙げられるのは、デ

ジタル・ワーク（Digitale Arbeit）の拡大である。そこでは、従来の職務（作業）内容が、

デジタル情報端末等を用いて処理が可能な作業パッケージに再構成（ないし分解）され、

それによって労働者間での分業・協働が、物理的・肉体的な接触が無くとも、（場合によっ

てはグローバルなレベルで）可能となる。これによって、従来型の事業所内におけるアナ

ログ・ワークにおけるのとは異なり、デジタル・ワークにおいてはテレワークやモバイル

ワークに代表されるように、労働者を時間的・場所的な拘束から解放しうる。また近年、

ドイツにおいては、働く場所や時間を自身で裁量的に決定しうるという意味での“時間主

権（Zeitsouveränität）”を希望する労働者が増加傾向にあるところ（→Ⅲ．9．（1）も参

                                                   
17 この点については、PLATTFORM・INDUSTRIE 4.0 〔http://www.plattform-
i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html〕のほか、山本・前掲注（9）論文 3－4 頁も参照。 
18 BMAS (Hrsg.), Digitalisierung am Arbeitsplatz, 2016, S.6. また、同調査では、職務内容別にみる

と、サービス部門（回答者：1920 人）で 84％、販売部門（回答者：656 人）で 96％、管理部門（回答

者：896 人）で 99％の従業員が、それぞれ仕事上でデジタル情報通信技術を利用しているとの結果が示

されている。 
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照）、デジタル・ワークの拡大は、かかる労働者の希望に寄り添うものでもありうる。 
しかしその一方で、かかるデジタル・ワークの広がりのなかでは、ネットワーク化によ

って、労働者が使用者、上司、同僚、部下あるいは場合によっては顧客から、“常時アクセ

ス可能な状態（ständige Erreichbarkeit）”に置かれるといった現象も生じる。しかも、上

記でみた情報通信技術の進歩により、従来よりも迅速にかつ膨大な量の情報の通信が可能

となっており、またそれに伴って受け手に対して迅速なリアクションを求める発信者側の

期待も高まることから、デジタル・ワークにおいては労働プロセスの濃縮化

（Verdichtung）・加速化（Beschleunigung）といった変化も予想されうる。更に、事業所

内での労働に限ってみても、人間とロボット等の機械とが従来とは異なった形で接触する

（interface）機会が増加するといった現象も新たに生じうることとなる。 
 また、第二に、雇用社会のデジタル化は、膨大な量の労働者の個人データの自動的な集

積（ビッグ・データ化）をもたらしうる。この点は特に、上記でみた“スマート工場”の

実現によって生じうる現象であるが、このような労働者にかかるビッグ・データの解析に

より、一方においては、個々の労働者の作業態様への正確なフィードバックが可能となる。

しかし他方では、使用者が労働者の行動や労働成果を、継続的かつ完全に監視し評価する

こともまた可能となる。 
 第三に、雇用社会のデジタル化は、職場における人間の役割を変化させうる。この点、

有名な Frey / Osborne の研究 19においては、今後 10 年から 20 年以内に自動化の蓋然性

がある職業はドイツでは 42％にのぼるとの結果が示されたのに対し、ドイツ国内における

同種の研究は、いずれもこれとは異なる結果を示している。例えば、連邦労働社会省の委

託により、欧州経済研究センター（ZEW）が行った研究 20では、技術革新は通常は職業全

体を自動化するのではなく、それを組成する個々のタスク（Tätigkeit）を合理化するもの

であり、ドイツにおいて比較的自動化の蓋然性が高い労働ポストは、12％にとどまるとの

結果が示されている。また、労働市場・職業研究所（IAB）の研究 21は、それを組成する

タスクの 70％以上がコンピューターにより代替されうるという意味での高い代替可能性

（Substituierbarkeitspotenziale）があるのは、ドイツにおける全職業のうち 15％である

との結果を示している。かくして、これらの研究における、デジタル化がもたらす“労働

の終焉（Ende der Arbeit）”についての予測は、比較的楽観的なものとなっている。しか

し、それと同時に、上記・2 つの研究はいずれも、雇用社会のデジタル化により、人間に

求められる職務内容（特に職務記述書の内容）は変化し、人間はかかる変化に適合してゆ

くことを迫られるという点については、理解の一致をみせている。 
                                                   
19 Frey/Osborne, The Future of Employment: How susceptible are Job to Computerization ?, 2013. 
20 Bonin/Gregory/Zierahn, Übertragung der Studie von Frey/Osborne (2013) auf Deutschland, 2015, 
S.14f 
21 Dengler/Matthes, Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt - Substituierbarkeitspotenziale 
von Berufen in Deutschland, IAB-Forschungsbericht 11/2015, S.21.  
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 ところで、先ほど第一の変化においてみたように、雇用社会のデジタル化により労働者

は個々の労働関係において場所的な拘束から解放されうるのであるが、更に、企業組織自

体のあり方についても変化が生じうる（第四の変化）。すなわち、デジタル化した雇用社会

においては、労働のプロセスというのは、伝統的な継続的・空間的・組織的な統一体とし

ての一企業・事業所内における垂直的な関係においてではなく、短期的なプロジェクト単

位において複数企業が（場合によってはグローバルに、更にはバーチャルの世界で）協働

し、水平的関係において企業横断的に進められうる。これを端的にいえば、デジタル・テ

クノロジーによって、企業組織の“流動化（Verflüssigkeit）”という変化がもたらされる

こととなる。 
 最後に、第五の変化として、デジタル・テクノロジーは、プラットフォーム・エコノミ

ーという新たなビジネスモデルを登場させ、とりわけインターネット・プラットフォーム

を通じて呼びかけ・仲介された特定のタスクを処理するクラウドワーク（Crowd Work）
という、新たな就労形態を登場させる。かかるビジネスモデルの登場により、上記でみた

既存の職務内容のデジタル作業パッケージへの分解がいっそう促進され、労働需要と供給

のマッチングは、プラットフォームを通じて行われることとなる。しかし、そこではもは

や、伝統的に労働法が想定していたのとは異なる就労関係が、インターネット空間のなか

で展開されうることとなる。 
 

2．労働法による規制領域との関係性 
 以上の考察を経て、Krause 鑑定意見は、デジタライゼーションが雇用社会に及ぼしう

る上記・第一～第五の変化が、既存のドイツ労働法が規制対象としてきた領域に提起しう

る問題を、要旨次のように整理している 22。 
① このうち、特に第一の変化は複数の領域に対して検討課題を提起しているのであるが、

まずもって挙げられるのは、使用者による労働者の労働力の利用時間に対する法的制

約を設定する、労働時間法（→Ⅲ）および年次有給休暇法（→Ⅳ）の領域である。すな

わち、上記で指摘した通り、デジタル・ワークの拡大により、労働者が場所的・時間的

に柔軟な働き方が可能となる一方、常時アクセス可能な状態に置かれうるという変化

のなかで、現在の法規制はどこまで堅持され、あるいは柔軟化されるべきであるのか

という問題が設定されることになる。また、労働者の“時間主権”への希望が高まるな

かでは、上記の意味での柔軟な働き方をより積極的に、法的権利としても承認すべき

か否かも問われることとなる。 
② また、同じく第一の変化は、労働安全衛生法（→Ⅴ）の領域においても幾つかの問題を

提起する。ここではまず、事業所内において人間と機械の新たな接触の機会が増加し

                                                   
22 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.24ff. 
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うる一方、テレワークのように、デジタル情報端末を用いた労働が、事業所外、すなわ

ち労働者の私生活領域においても行われうるなかで、労働者の安全や健康をどのよう

に保護すべきであるのかが問われることとなる。また、特にデジタル・ワークにおいて

は、情報通信技術の進歩に伴い労働プロセスが濃縮化され、加速度的なものとなりう

ることから、それによって生じる精神的な負担から、労働者をいかに保護すべきかに

ついても、検討すべき課題となる。 
③ 次に、第二の変化においてみたように、デジタル化した雇用社会においては労働者の

個人データがビッグ・データとして集積し、その利用の仕方いかんでは、使用者による

労働者の完全な監視が可能となる。従って、ここでは労働者のデータ保護にかかる法

規制のあり方（→Ⅵ）が重要な検討課題として生起する。 
④ 続いて、第三の変化の観点からは、デジタル・テクノロジーが進歩するなかで、職務上

要請される変化に労働者が適応することができ、それによっていわゆる“エンプロイ

アビリティ（Beschäftigungsfähigkeit）”を確保できる法的環境を整備することが求め

られる。従って、この点からはドイツにおける継続的職業訓練（Weiterbildung）およ

びそれによる職業資格付与（Qualifizierung）をめぐる法規制（→Ⅶ）のあり方が問わ

れることとなる。 
⑤ 更に、第四の変化は、ドイツにおける集団的労使関係法（→Ⅷ）、とりわけ従業員代表

システムに対して重要な検討課題を提起している。周知の通り、ドイツにおいては各

企業の事業所単位において、従業員代表機関としての事業所委員会（Betriebsrat）が

存在しており、事業所組織法（BVerfG）に基づき企業主たる使用者と共同決定

（Mitbestimmung）を行うことで、当該事業所に所属する労働者全体についての利益

代表機能を担っている 23。しかし、企業組織が流動化するようになると、事業所とい

う事業所委員会の存立基盤が揺らぎ、それによって事業所組織法が保障している事業

所委員会の共同決定権が空洞化する懸念が生じうる。 
またこのほか、従業員代表システムとの関係では、第五の変化とも関わって、雇用社

会のデジタル化に伴って増加しうる新たな就業者層を、事業所委員会による利益代表

を受ける人的範囲に取り込むべきかといった問題や、デジタル化時代における事業所

委員会の活動をめぐる法的枠組みのあり方といった問題についても、検討する必要が

ある。 
⑥ 最後に、第五の変化との関係では、特にクラウドソーシング・プラットフォームを通

じた新たな就業形態（クラウドワーカー）について、このような働き方は、一般的には

                                                   
23 従業員代表システムないし事業所委員会制度については、差し当たり、山本陽大『労働政策研究報告

書 No.193・ドイツにおける集団的労使関係システムの現代的展開－その法的構造と実態に関する調査研

究』（労働政策研究・研修機構、2017 年）77 頁以下

〔https://www.jil.go.jp/institute/reports/2017/0193.html〕を参照。また、最近の実態分析として、久本

憲夫「ドイツにおける従業員代表制の現状と課題」日本労働研究雑誌 703 号（2019 年）38 頁がある。 
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いわゆる独立自営業者（Solo-selbststäntige）として、労働法の適用の外で展開される

ことになるがゆえに、そもそもかかる就業形態について法的規制を行うべきか、ある

いは行うとすればどのような規制を行うべきかといった問題（→Ⅸ）が、提起されるこ

ととなる。 
 
 
Ⅲ．労働時間法 

1．ドイツにおける“常時アクセス可能性”の実態 
 上記でみたように、雇用社会のデジタル化による第一の変化は、まずは労働時間法の領

域に対して、問題を提起する。とりわけ、そこでの最大のモーメントとなっているのが、

労働者が本来の就業時間外においても、仕事の処理に関して、デジタル情報端末を通じて、

上司や同僚、部下あるいは顧客等からいつでもコンタクトが可能な状態に置かれるという

意味での、“常時アクセス可能性”である。この点について、Krause 鑑定意見はその抽象

的可能性を指摘するのみならず、幾つかの調査研究から、ドイツにおける実態把握を試み

ている 24。 
 すなわち、まず 2015 年に連邦労働社会省が 7,109 人の被用者を対象に行ったモニター

調査 25によれば、労働時間外の自由時間（Freizeit）中に仕事上の電話に出たり、メールに

回答したことのある被用者の割合とその頻度について、2013 年に行われた同様のモニタ

ー調査の結果と比較すると、「毎日」と回答した被用者の割合は横ばい（5％）であるが、

「週に何度か」および「月に何度か」と回答した者の割合は、2013 年調査時点では前者が

12％、後者が 17％であったのに対し、2015 年調査時点では前者が 15％、後者が 20％と

なっている。一方、「全くない」と回答した被用者も、2015 年調査時点では 35％の割合で

存在するが、2013 年の調査時点ではかかる割合は 40％であったことからみても、この間

における労働者に対する“常時アクセス可能性”は増加傾向にあることがわかる。 
また、ドイツ IT・通信・ニューメディア産業連合会（BITKOM）の委託により 2013 年

に実施された調査 26では、「所定労働時間外に同僚や上司または顧客から、携帯電話、スマ

ートフォンまたは E メールでアクセス可能な状態にいるか」との質問に対して、回答者

（16 歳以上の就業者 505 人）のうち、「いつでも（jederzeit）アクセス可能な状態にいる」

と回答した者の割合は 30％に上っており、また「平日の夜、週末または休暇中若しくは深

夜に、アクセス可能な状態にいる」と回答した者の割合は 32％となっている。一方、「全

く無い」と回答した者の割合は 15％にとどまる。 
このようにみると、大多数とまではいえないものの、ドイツにおいては現状既に、常時

                                                   
24 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.28ff. 
25 BMAS (Hrsg.), Mobiles und entgrenztes Arbeiten, 2015, S.11. 
26 BITKOM (Hrsg.), Arbeiten 3.0 - Arbeiten in der digitalen Welt, 2013, S.28. 
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アクセス可能な状態にある労働者が相当数存在しているといえよう。また、上記・連邦労

働社会省の調査からもわかるように、今後もその数は増加してゆくことが予想される状況

にあるが、かかる“常時アクセス可能性”は、労働者にとっては一種アンビバレントな現

象といえる。すなわち、一方では、労働時間外であっても同僚等から情報端末を通じて情

報や成果の提供を受けることで、結果として労働プロセス全体を迅速に完了できる場合も

ありうるし、特に休暇中に仕事上の E メールを確認することは、休暇からの復帰直後の仕

事の処理を容易にするという意味では、労働者の主観的にはむしろ、負担軽減とも感ぜら

れうる。しかし他方で、Ⅱ．1 でみたように、雇用社会のデジタル化により、労働プロセ

スの濃縮化・加速化が進むなかでは、“常時アクセス可能性”は、労働者の肉体的・精神的

な回復のために必要な時間の大幅な削減をもたらし、ひいては健康障害のリスクを増大さ

せうることとなる 27。 
 

2．現行労働時間法の概要 
 このような“常時アクセス可能性”の問題を含めて、Ⅱ．2 でみた通り、雇用社会のデ

ジタル化は、まずは労働時間にかかる法規制に対して、多くの問題を提起する 28。ここで

は差し当たり、ドイツにおける労働時間規制について概観しておこう。現在のドイツの労

働時間規制は、労働時間法（ArbZG）29によって担われているのであるが、その解釈や法

改正に当たっては、上位規範たる EU の労働時間指令（2003/88/EC）30をも遵守する必要

がある。 
 現行の労働時間法による規制内容を簡単にみておくと、“労働時間（Arbeitszeit）”とは

法文上、「休憩時間を除いた労働の開始から終了までの時間」と定義されるところ（2 条 1
項）、まずは 3 条 1 文によって週日の労働時間は 8 時間を超えてはならないという形で、

上限規制が行われている。但し、同時に 3 条 2 文により、6 歴月または 24 週間以内とい

う調整期間を平均して、週日の労働時間が 8 時間を超えない限りにおいては、週日の労働

時間を 10時間まで延長することができるという変形労働時間制が認められている。また、

休憩時間（Ruhepause）については 4 条が規定しており、それによれば、労働時間が 6 時

間を超え 9 時間以下の場合には最低 30 分、また労働時間が 9 時間を超える場合には、最

                                                   
27 vgl. auch Carstensen, Neue Anforderungen und Belastungen durch digitale und mobile 
Technologien, WSI-Mitteilungen 3/2015, S.188. 
28 労働時間法の領域にかかる Krause 鑑定意見の内容については、石崎・前掲注（12）論文 82 頁以下

も参照。 
29 ドイツの労働時間法制については、和田肇『ドイツの労働時間と法－労働法の規制と弾力化』（日本

評論社、1998 年）101 頁以下に詳しい。 
30 EU の労働時間指令については、濱口桂一郎『EU の労働法政策』（労働政策研究・研修機構、2017
年）326 頁以下に詳しい。また、最近の論考として、井川志郎「EU 労働時間指令 2003/88/EC の適用範

囲と柔軟性－沿革と目的、そして基本権を踏まえて」日本労働研究雑誌 702 号（2019 年）17 頁も参

照。 
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低 45 分の休憩時間が、労働の途中に与えられなければならない。更に、5 条によって、1
日の労働時間が終了した後は、最低 11 時間の休息時間（Ruhezeit）が与えられなければ

ならないこととなっている。このほか、深夜の時間帯（Nacht：23 時から 6 時まで）に 2
時間以上労働する深夜労働者（2 条 3 項～5 項）については 6 条によって、上記・3 条 2 文

が定める変形労働時間制の際の調整期間が、1 歴月または 4 週間以内に短縮されている（2
項）。なお、日曜・祝祭日の労働については、9 条により原則として禁止となっている（1
項）。これらの規制の遵守については、行政官庁による監督が予定されているとともに（17
条）、違反があった場合については、刑罰ないし過料による制裁も定められている（22 条、

23 条）。更に、かかる行政上の監督を実効的なものとするために、16 条 2 項によって、使

用者には、3 条の上限規制を超えた労働時間および日曜・祝祭日労働における労働時間に

ついての記録義務（Aufzeichnungspflicht：1 文）と、かかる記録の最低 2 年間の保管義

務が課されている（2 文）。 
 以上が、労働時間法における原則的規制であるが、これらのうち 3 条～6 条および 9 条

については、労働時間法自体によって一定の業種につき（5 条 2 項、10 条等）、あるいは

労働協約等の労使合意によって（7 条、12 条）、柔軟な取り扱いを行う余地が認められて

いる（→後述の 5 以下も参照）。しかし、少なくとも、上記でみた労働時間法の公法的性格

からして、労働者との個別合意により労働時間法の適用を除外することは認められない 31。

とりわけ、ホワイトカラー労働者について、出退勤時刻の決定を労働者の自由に委ねる「信

頼労働時間（Vertrauenszeit）制度」が適用されている場合であっても、労働時間法自体

は適用があるものと解されている 32。但し、この場合に、上記でみた超過労働時間の記録

義務（16 条 2 項 1 文）については、労働者の自己記録（Selbstaufschreibung）に委ねる

ことができるというのが、通説 33の立場となっている。 
 ところで、上記でみた現在のドイツ労働時間法の規制のもとでは、労働者の一日の時間

は、必ず労働時間か自由時間（休憩、休息、日曜・祝祭日等）のいずれかに分類されるこ

ととなる。従って、いわゆるグレーゾーンな時間帯を労働時間と自由時間のいずれに分類

するかが問題となるが、例えば、必要に応じて即時に労働を開始できるようにするために、

労働者が使用者によって指定された場所に待機している時間帯（待機勤務

〔Breitschaftdienst〕時間）については、労働時間に当たると解されている。一方、これ

に対して、その時間中に使用者からの呼出しがあった場合に労働を開始しうる状態になけ

ればならないが、労働者は自ら選択した場所において待機することができる時間帯（呼出

                                                   
31 BGB Urt. v. 28.10.1971 - 2 AZR 15/71; Falder, Immer erreichbar - Arbeitszeit- und Urlaubsrecht 
in Zeiten des technologischen Wandels, NZA 2010, S.1152. 
32 BAG Beschl. v. 6.5.2003 - 1 ABR 13/02. また、橋本陽子「ホワイトカラーの労働時間に関するドイ

ツの法規制」日本労働研究雑誌 519 号（2003 年）25 頁も参照。 
33 vgl. etwa Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg.), Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 19.Aufl., 
2019, §16 ArbZG Rn.5 〔Wank〕. 
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待機〔Rufbereitschaft〕時間）については、実際に労働に従事している時間帯以外は、自

由時間に当たるというのが、現行法の解釈となっている 34。 
 

3．“労働（時間）”概念とデジタル・ワーク 
 このような現行の労働時間法制のもとで、Krause 鑑定意見が第一の検討課題として指

摘しているのは、労働者が就業時間外においてデジタル情報端末を用いて、例えば仕事上

の電話に出たり、E メールを読み、あるいはこれに回答した時間が、労働時間法による規

制対象となる労働時間に当たるか否か、である 35。このようなデジタル・ワークについて

は、往々にして、労働者によって自発的に行われ、従って、使用者が明確に指示をしてい

なかったり、あるいは使用者がそのことを認識すらしていない場合があることから、どの

ように解するべきかが問題となる。 
 この点、2．でみたように、労働時間法は労働時間についてはその 2 条 1 項において定

義を置いているのであるが、しかしそこでいう“労働（Arbeit）”が何を意味するかについ

ては、定義を置いていない（この点は、EU 労働時間指令 2 条 1 項も基本的に同様である）。

そのため、この点はまさに解釈によって決定する必要があるところ、“労働”概念について、

連邦労働裁判所の判例は古くから、「他者（使用者）の必要性（Bedürfnis）の充足にとっ

て役立つという目的を伴って行われた全ての活動」と幅広く解してきた 36。かかる理解に

従えば、上記のようなデジタル・ワークの場面を含めて、当該労働者の活動が仕事に関係

するものである場合には、全て労働時間として取り扱われ、労働時間法による規制対象下

に置かれることとなる 37。そのため、学説の一部には、労働者による自発的な行為が、使

用者の労働時間法違反という結果を招きうることは妥当でないとの懸念のもと、“労働”概

念を、使用者の明確または黙示の指示（Anordnung）があった場合に限定すべきとの見解

38もみられる。 
 このような議論状況のなかで、Krause 鑑定意見は、“労働”概念自体については、判例

の立場を支持しており、学説の一部が指摘する上記・懸念は、“労働”概念のレベルではな

く、労働時間法に違反した使用者に対する責任追及のレベルで考慮すべき問題であると指

摘している 39。この点については、労働時間規制のエンフォースメント論とも関わってく

るため、後述の 8．において改めて採り上げるが、このような立場からは、自由時間中に

おける労働者のデジタル情報端末を用いた活動は、それが仕事上の必要性を充たすもので

ある限り“労働”に該当し、従って、その時間帯は労働時間法上の“労働時間”として取

                                                   
34 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.33; Falder, a.a.O.(Fn.31), S.1150. 
35 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.35ff. 
36 vgl. etwa BAG Urt. v. 8.3.1961 - 4 AZR 71/59. 
37 auch Buschmann/Ulber, Arbeitszeitgesetz, 8.Aufl., 2015, §2 Rn.24. 
38 vgl. etwa Schlegel, Grenzenlose Arbeit, NZA-Beilage 1/2014, S.19. 
39 auch Falder, a.a.O.(Fn.31), S.1152. 
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り扱われることとなる。 
 

4．“常時アクセス可能性”の法的評価 
 それでは、自由時間帯中、上記の意味で“労働”に従事してはいないものの、“常時アク

セス可能な状態”にある時間帯については、法的にみてどのように評価すべきであろうか。

これは、かかる時間帯を、2．で述べた待機勤務時間とみるべきか、それとも呼出待機時間

とみるべきかという問題であり、前者であれば労働時間に算入される一方、後者とみれば

自由時間に分類されることになる。 
 この点、待機勤務時間にせよ呼出待機時間にせよ、かかる時間帯における待機について

当事者間における合意が存在するのに対し、デジタル情報端末等を通じた“常時アクセス

可能性”というのは、いわば慢性的（schleichend）な状態でありうる点で特殊性があるが、

Krause 鑑定意見は結論として、かかる状態は、原則として呼出待機の一（特殊）類型とし

てみるべきであるとする 40。その論拠としては、必要があれば同僚に対して指示を出すた

めに労働者が携帯電話を携行している時間帯について、これを明確に呼出待機時間と評価

した連邦労働裁判所の判例 41があること、また、デジタル情報端末等を通じて電話や E メ

ールに対応する場合には、待機勤務の場合とは異なり、事業所や使用者が指定した場所に

物理的に赴く必要は無い点で、労働者に生じる負担は比較的軽いであろうことが挙げられ

ている 42。 
かくして、かかる理解によれば、労働者が“常時アクセス可能な状態”にある時間帯に

ついては、原則として労働時間には算入されないこととなる。但し、Krause 教授は同時

に、労働者がデジタル情報端末等を通じて、事業所内の生産プロセスを継続的に監視して

いる等、“常時アクセス可能な状態”を超えて、テレワークやモバイルオフィスでの労働と

同視できるような状態に至っている場合には、例外的に、当該時間帯全体を労働時間と取

り扱うべきであるとも指摘している 43。 
 

5．上限規制の柔軟化の当否 
 続いて、Krause 鑑定意見は、雇用社会のデジタル化に応じて、労働時間規制を柔軟化さ

せるべきかという問題について、まずは 3 条が定める上限規制を採り上げ、検討を行って

いる 44。 
この点、現在の労働時間法は、週日 8 時間という上限規制についても一定範囲で柔軟化

                                                   
40 auch Falder, a.a.O.(Fn.31), S.1151. 
41 BAG, Urt. v. 29. 6. 2000 - 6 AZR 900/98. 
42 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.37f. 
43 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.38. 
44 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.39ff. 
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の余地を認めている。すなわち、3 条自体、2 文において調整期間内（6 歴月または 24 週

間以内）における清算を条件に、週日の労働時間の 10 時間までの延長を可能とする変形

労働時間制を採用しているのであるが、これに加えて、2004 年改正によって導入された 7
条 2a 項は、その労働時間の相当範囲がいわゆる手待時間（Arbeitsbereitschaft）または待

機勤務である労働者については、労働協約等の労使合意によって、労働者の健康保護に関

する特別な措置が講じられていることを条件に、週日の労働時間を 10 時間を超えて延長

することを認めている。 
そのうえで、上記の問題が論じられるのは、連邦労働社会省による“労働 4.0”の議論プ

ロセスのなかで、使用者団体のナショナル・センターであるドイツ使用者団体連合（BDA）

から、次のような議論が提起されていることによる 45。すなわち、雇用社会のデジタル化

により、労働者のグローバルレベルでのリアルタイムな協働が可能となるところ（→Ⅱ．

1 を参照）、仮にドイツ国内にいる労働者が 9 時間労働したのち、労働・作業プロセスの調

整の必要性が生じたがために、アメリカにいる顧客と 1 時間を超えてテレビ会議を行った

場合には、上記・7 条 2a 項の要件を充足しない限り、使用者は労働時間法に違反している

こととなる。そのため、ドイツ使用者団体連合は、週単位で 48 時間という上限を遵守する

限り、各週日への労働時間への配分は 10 時間を超えて柔軟に行いうるよう、労働時間法

を改正すべきと主張する。この点、確かに、EU 労働時間指令 6 条は単に、加盟国に対し

て、週平均労働時間の上限を 48 時間とすべきことのみを求めているため、EU 法との関係

では、上記のような法改正は、必ずしも妨げられるわけではない。 
 しかし、かかる提案に対して、Krause 鑑定意見は明確に反対の立場を採っている 46。

その論拠としては、使用者団体側が援用するような上記の事例がどこまで一般性を持つも

のかが疑わしいことに加え、現在の 3 条に関する立法資料 47からも明らかであるように、

週日 8 時間という労働時間規制の原則は、それが労働者の健康の保護にとって必要である

という労働科学・労働医学上の知見・経験に基づいているものであること、が挙げられて

いる。Krause 教授は、週日 8 時間原則の柔軟化可能性は完全に排除されるわけではない

が、しかし「柔軟化によるメリットとデメリットに関する十分なエビデンスがなければ、

その検討には歩を進めるべきではない」と指摘している 48。 
 

6．休息時間規制の柔軟化の当否 
 また、労働時間法上の規制の柔軟化をめぐる議論は、5 条が定める休息時間規制にも向

                                                   
45 BDA, Arbeitswelt 4.0 - Chancen nutzen, Herausforderungen meistern, 2015
〔https://www.arbeitenviernull.de/fileadmin/Futurale/Statements/PDFs/BDA.pdf〕. 
46 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.40f. 
47 BT-Drs.12/5888, S.24. 
48 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.41. 
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けられている。 
既に、2．でみたように、同条は使用者に対して終業後から翌日の始業までの間に 11 時

間の休息時間を保障すべきことを求めているところ、かかる 11 時間は連続したものでな

ければならない。従って、かかる休息時間中に労働者が（労働時間法の意味における）労

働を行った場合には、休息時間の中断（Unterbrechung）が生じ、使用者はかかる中断時

点から改めて連続した 11 時間の休息時間を与えなければならないこととなる 49。この点、

学説のなかには、短時間の電話や E メールでの回答のように、休息時間中の中断が、休息

時間規制の目的である労働者の休養（Erholung）を害しない程度に“わずかな

（geringfügig）”ものである場合には、再度の休息時間付与義務は生じないとする見解 50

もあるが、通説 51は、そこでいう“わずかな”中断に当たるか否かの明確な判断や定義付

けは困難であるとして、原則としていかなる中断についても、使用者には再度の休息時間

付与義務が生じるとの解釈を採っている。 
 このようにみると、現行のドイツにおける休息時間規制は、相当に厳格であるといえよ

う。しかし、先ほど 3．で検討した通り、デジタル・ワークも労働時間法にいう“労働”に

当たるとの立場を前提とすれば、上記・通説の立場に依拠する限り、休息時間中における

デジタル・ワークは、このままではその中断を生じさせる。極端な例 52として、前日に 20
時まで就労した労働者が、翌朝の通勤中、7 時半からの始業開始後の労働をスムーズに行

いうるようにするために、6 時 55 分に自身のスマートフォンで仕事上の E メールを読ん

だという事案においても、現行法上は、使用者は当該労働者に対して帰宅を命じ、再度連

続した 11 時間の休息を付与しなければならないこととなるのである。 
 そこで、Krause 鑑定意見は、かかる認識を踏まえ、休息時間規制の柔軟化について、次

の 2 つの立法政策的方向性を示している。まず一つは、①年間のうち一定の日数について

は、11 時間の休息時間を 9 時間にまで短縮できるようにすることであり、もう一つは、②

11 時間の休息時間中に中断が発生したとしても、それが 15 分以内の“わずかな”もので

ある場合には、かかる中断の前後に 9 時間の連続した休息時間が存在することを条件に、

再度の 11 時間での休息時間付与義務は生じないものとすること、である 53。Krause 教授

がかかる提案を行う根底には、このような柔軟化を認めても、労働者には深刻な健康被害

は生じないであろう一方で、デジタル化した雇用社会においては、休息時間中のデジタル・

ワークは、上司・同僚等の間でのコミュニケーションを円滑にし、結果として労働プロセ

スを迅速に処理しうる等の点で、労働者にとってもメリットとなるといった認識がある。

                                                   
49 Baeck/Deutsch, Arbeitszeitgesetz Kommentar, 3.Aufl., 2014, §5 Rn.13. 
50 etwa Baeck/Deutsch, a.a.O.(Fn.49), §5 Rn.14. 
51 vgl. etwa Gaul, Leistungsdruck, psychische Belastung & Stress, DB 2013, S.61f; Wiebauer, 
Arbeitsschutz und Digitalisierung, NZA 2016, S.1433; Krause, a.a.O.(Fn.12), S.42f. 
52 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.44. 
53 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.45f. 
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上記・2 つの提案が、いずれも労働者一般を射程に収めるものとなっているのは、このた

めといえよう。 
 しかしながら、現状ドイツにおいては、労働時間法によって直接このような休息時間規

制の柔軟化を行うことはできない。なんとなれば、EU 労働時間指令もまた 3 条により 11
時間の休息時間規制を定めているところ、同指令の 17 条により、加盟国が各国の法律に

よって直接にかかる休息時間規制について柔軟なルールを定めることができるのは 54、上

級管理職（managing executives）や家族労働者（family workers）等（1 項）、あるいは

保安業務や治療業務に従事する者等（2 項）の、特定の業務に従事する労働者に限定され

ているからである。それゆえに、上記・①および②のような休息時間規制の柔軟化を、法

律を直接の根拠として、また労働者一般について行うようなドイツ労働時間法の改正は、

EU 労働時間指令違反の問題を生じさせるのである。 
もっとも、EU 労働時間指令は、加盟国に対し、労働協約等の集団的労使合意を媒介さ

せることで、労働者一般について休息時間規制の柔軟化を行う余地については、これを認

めている（18 条）。そして、現行のドイツ労働時間法は 7 条 1 項 3 号により、“労働の性質

（Art der Arbeit）上”必要である場合には、労働協約等の労使合意によって、休息時間を

11 時間から 9 時間に短縮することを認めているから、同規定を改正し“労働の性質上”要

件を廃止すれば、上記の提案のうち、①については実現されることになる。しかし、②に

関しては、現行ドイツ労働時間法にはそのベースとなる規定さえ存在しない。以上のこと

から、Krause 教授は、「（ドイツの）現行法を“デジタル時代（digitale Zeitalter）”に向

けてオープンなものにすることについては、EU 法の立法者の任務なのである」55として、

EU 法のレベルでの議論の必要性を指摘している。 
 

7．日曜・祝祭日労働規制の柔軟化の当否 
 一方、かかる休息時間規制に対して、労働時間法 9 条が定める日曜・祝祭日労働規制を

よりいっそう柔軟化すべきかという問題については、Krause 鑑定意見は明確に否定的な

立場を示している。 
この点、確かに EU 労働時間指令自体は、日曜・祝祭日労働の禁止という形では規定を

置いてはいない 56。しかし、ドイツにおいて日曜および祝祭日の保護は、ワイマール憲法

139 条を継承する基本法 140 条によって、憲法上も要請されており、またその目的は休養

や余暇の確保といった労働者自身の利益だけでなく、労働者が文化的・宗教的な活動に参

加する時間をも確保するという意味で、一般社会における公共的利益（Interesse der 

                                                   
54 この点については、井川・前掲注（30）論文 20 頁以下に詳しい。 
55 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.47f. 
56 この点、EU 労働時間指令は 5 条において、加盟国に対し、7 日ごとに 35 時間の休息時間を労働者

に保障すべきことを求めているにとどまる。 
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Allgemeinheit）をも保護することにあると解されている 57。 
このように、ドイツ法上、高度の要保護性が認められているがゆえに、Krause 教授も日

曜・祝祭日労働規制に関しては、仮に 6．でみたような意味での“わずかな”デジタル・

ワークであったとしても、それを行いうるような柔軟化を認めるべきではなく、また例え

ば、使用者が労働者に対して日曜・祝祭日中について、デジタル情報端末を通じて、常時

アクセス可能な状態にあることを指示したり、あるいは労働者とその旨を合意した場合に

は、これを無効とすべきことを主張している 58。従って、かかる見解のもとでは、日曜・

祝祭日労働規制の柔軟化は、あくまで現行法の範囲内（労働時間法 10 条～13 条）におい

てのみ、認められることとなる。 
 

8．労働時間規制のエンフォースメント 
 このようにみてゆくと、労働時間規制に関する Krause 鑑定意見の立場は、上限規制（3
条）および日曜・祝祭日労働規制（9 条）については、それが保護しようとする価値の重

要性ゆえに、雇用社会のデジタル化のなかでもこれを堅持すべきであり、また休息時間規

制（5 条）については、労働者側のニーズにも対応して一定の柔軟化の必要性を認めるも

のの、制度の骨格自体はこれを引き続き維持すべきことを主張するものとなっている。 
そうすると、これまで論じられてきた規制の柔軟化とはいわば逆のベクトルからのもの

として次に問われることとなるのは、デジタル化した雇用社会において、これらの規制を

いかにして“貫徹する（durchsetzen）”ことができるか、である（エンフォースメント論）。 
 
（1）デジタル・ワークと使用者の責任範囲 
 ここでまず検討する必要があるのは、デジタル・ワークと労働時間規制の遵守にかかる

使用者の責任との関係である。 
この点、労働時間法の名宛人は使用者であるから、その遵守については原則として使用

者が責任を負っていることはいうまでもない。2. でみたように、16 条 2 項が定める労働

時間記録義務との関係では、使用者は一定の場合には、これを労働者に委ねることが可能

であるが、しかしその場合であっても、例えば労働者が上限規制を超過した場合には、使

用者自身が労働時間法違反の責任を負うこととなる 59。そのため、ドイツにおいては判例

上、使用者は労働時間法の規制を遵守しうるよう事業所の体制を整え、労働者に割り当て

る仕事については、法律上が定める規制の範囲内で処理しうるような形でサイズ化しなけ

                                                   
57 Baeck/Deutsch, a.a.O.(Fn.49), §9 Rn.5. 
58 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.48. 
59 そのため、使用者は労働者に時間記録を委ねる場合であっても、具体的な指示や措置によって、労働

者が適格な時間記録を行いうるよう、配慮しなければならないと解されている。この点については、

Baeck/Deutsch, a.a.O.(Fn.49), §16 Rn.28 を参照。 
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ればならないと解釈されている 60。このことは、例えば信頼労働時間制度が適用されてい

る場合のように、労働者に自身の労働時間決定について広範囲な裁量が認められている場

合であっても、変わるところはない 61。その意味において、労働時間規制は、いわば事前

予防的な機能を発揮するものでもあるといえよう。 
 もっとも、先ほど 3．でみたデジタル・ワークについては、往々にして、労働者の自由

時間に上限規制（3 条）を超える形で、あるいは休息時間（5 条）に食い込む形で行われう

るところ、それについて使用者が認識しておらず、かつ認識可能ではなかったという場面

が生じうる。この場合には、前述の通り、デジタル・ワークが労働時間法にいう“労働”

に当たる以上、労働時間法違反自体は成立するが、しかし使用者にはその違反について故

意はもちろん過失すらないことになるため、過料等の制裁は免れることとなる。 
 このようにみてゆくと、雇用社会のデジタル化を見据えて、労働時間法に関する使用者

の責任範囲を明確にすることは重要な課題といえよう。使用者に過剰な責任を課すと、逆

に使用者が労働者を完全な監視下に置こうとする等の負の作用も予想される。そこで、

Krause 鑑定意見はまず、使用者はその能力（Möglichkeit）と期待可能性（Zumutbaren）
の限度において、労働時間規制を実効的に遵守しうるような組織体制を整えなければなら

ない旨を、労働時間法に明記すべきであるとする 62。 
 
（2）労働時間把握と共同決定 

 さて、このような Krause 教授の立場を前提とすると、使用者による労働者の労働時間

の適切な把握、あるいはその認識可能性をどのように改善することができるかという点が、

次の問題として浮上する。とりわけ、デジタル・ワークというのは、情報端末を用いて行

われ、その利用時間が記録として残る点に特徴があり、かかる記録の活用は労働時間の適

切な把握に大いに役立ちうる。従って、ここでの検討課題は、使用者の側がこのような電

子的な手段を通じた労働時間の把握のためのシステムの導入に積極的ではない場合、労働

者の側からいかにしてこれを働きかけることができるかということにある。そして、ここ

で Krause 鑑定意見が注目しているのが、事業所委員会による共同決定である。 
 この点、Ⅱ．2 においてみたように、ドイツにおける従業員代表機関たる事業所委員会

には、事業所組織法によって主に事業所内の労働条件について使用者と共同決定を行うこ

とで、これを規制する権限（共同決定権）が認められている。そして、同法 87 条 1 項 6 号

は、労働者の行動を監視するための技術的装置の導入について、事業所委員会に共同決定

権を付与しているところ、上記のような電子的な労働時間把握システムも、ここでいう技

                                                   
60 vgl. etwa BAG, Urt. v. 24. 3. 1998 - 9 AZR 172/97.   
61 BAG Beschl. v. 6.5.2003 - 1 ABR 13/02. 
62 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.51. 
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術的装置に当たると解されている 63。また、かかる規定に基づいて事業所委員会に認めら

れるのは、いわゆる「同意権」としての共同決定権であるから 64、使用者は事業所委員会

の同意を得ることなく、一方的に上記・装置の導入を決定することはできない。 
しかし他方で、従来の通説 65・判例 66は、事業所組織法 87 条 1 項 6 号が定める共同決

定権は「発議権（Initiativrecht）」をも含むものではなく、従って、事業所委員会は上記の

意味での技術的装置の導入を、（使用者からの提案を待たずして）積極的に求めることまで

はできないと解してきた。これは、上記・規定はこれまで、使用者による監視装置等の一

方的な導入による労働者の人格権侵害の危険からの保護を目的するという意味での防御的

機能（Abwehrfunktion）を営むものとして理解されてきたことによる。 
 そこで、Krause 鑑定意見は、デジタル化雇用社会における労働時間の適切な把握の必

要性に鑑みて、事業所組織法 87 条 1 項 6 号が定める共同決定権は、今後は電子的な労働

時間把握システムの導入については、発議権をも含むものとして解釈すべきことを主張し

ている 67。すなわち、Krause 教授は、かかる解釈は規定の文言や立法経緯にも反するも

のではないし、従来の見解が懸念していた人格権侵害のリスクも、共同決定の結果締結さ

れる事業所協定（Betriebsvereinbarung）のなかで、上記のシステムによって収集された

データは、労働時間把握のためにのみ利用される旨を明記することによって、対応可能で

あるとする。かくして、上記の問題について Krause 鑑定意見は、現行の事業所組織法 87
条 1 項 6 号の解釈によって対応が十分可能であり、それゆえにまた新たな立法政策上の対

応は必要ではないとの立場を採っている。 
 
（3）“アクセスされない権利”の要否 
 最後に、Krause 鑑定意見は、1．でみた“常時アクセス可能性”との関係で、ドイツ法

へ“アクセスされない権利”を導入すべきか否かという問題について、検討を行っている

68。 
この点、上記でみた事業所委員会の共同決定権との関係でいえば、事業所組織法 87 条 1

項 2 文は、事業所内の労働時間制度について事業所委員会に共同決定権を付与していると

                                                   
63 この点について、藤内和公『ドイツの従業員代表と法』（日本評論社、2009 年）117 頁以下も参照。 
64 事業所委員会の共同決定権の種類については、山本・前掲注（23）報告書 89 頁以下を参照。 
65 Richardi, Betriebsverfassungsgesetz, 16.Aufl., 2016, §87 Rn.72. 反対説として、Fitting, 
Betriebsverfassungsgesetz, 29.Aufl., 2018, §87 Rn.251. 
66 BAG Beschl. v. 28.11.1989 - 1 ABR 97/88. 
67 Krause, a.a.O.(Fn12), S.51f. 
68 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.52ff. なお、フランスにおいては既に、2016 年の労働法改革によって、労

働法典 L.2242-8 条において「アクセスされない権」が明文化されるに至っているが、その内容はここで

みる Krause 鑑定意見による提案と相当に符合するものとなっている。フランス法の詳細については、

野田進＝渋田美羽＝阿部理香「フランス『労働法改革』の成立－労働法の再構築始まる」季刊労働法

256 号（2017 年）156 頁以下を参照。 
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ころ、連邦労働裁判所は従来、呼出労働の場合における呼出待機時間（→2．および 4．を

参照）については、同規定による共同決定の対象となることを認めており 69、このことか

ら（Krause 教授も含めて）学説は、デジタル情報端末を通じた所定労働時間外における

“常時アクセス可能性”についても、事業所組織法 87 条 1 項 2 文の射程に含まれるとの

解釈を採っている 70。従って、“常時アクセス可能性”の問題については、事業所委員会が

共同決定権を通じてルール・メイキングを行い、それによって労働者の保護を図ることが

現行法上既に可能となっている。実際、ドイツでは特に大規模企業を中心に、かかるルー

ル・メイキングは行われており、例えば、BMW 社では“モバイルワーク”に関する事業

所協定が締結されている 71。 
しかし、このことはあくまで当該事業所において事業所委員会が設置されていることが

前提であり 72、事業所委員会が設置されていない事業所においては、妥当しない。しかも、

近年のドイツにおいては、事業所委員会が設置されている事業所の割合は、低下傾向にあ

る 73。そのため、ここでは労働時間法中において、その自由時間中に上司や同僚、顧客等

からコンタクトを受けることから労働者を保護するルール（“アクセスされない権利

〔Recht auf Nichterreichbarkeit〕”）を明記すべきか否かが問われることとなるが、この

点について Krause 鑑定意見は、要旨次のように述べている 74。 
すなわち、“従来からドイツにおいては、使用者は本来、所定労働時間中においてのみ労

務提供を求めることができ、また労働者の私的領域を尊重し、自由時間中において本来義

務付けられていない労務提供を求めることでかかる私的領域を侵害してはならないことに

ついての信義則上の配慮義務（民法典 241 条 2 項）を負っているものと解されている。こ

のことからすると、「アクセスされない権利」というのは、全く独自の法的概念というより

も、雇用社会のデジタル化により常時アクセス可能性が高まるなかで、本来あるべき法状

態にとって、その実効性（Rechtswirklichkeit）を担保するための手段として位置付けられ

る。 
もっとも、上記でみたように、常時アクセス可能性の問題については、既に事業所レベ

ルにおいて当該事業所の実情に応じた多様な規制が行われていることからすれば、常時ア

クセス可能性からの労働者の保護という目的を、具体的にどのような組織的あるいは技術

的な手段を用いて実現するかは、個々の事業所レベルでの判断に委ねるべきであり、法律

                                                   
69 BAG, Beschl. v. 14. 11. 2006 - 1 ABR 5/06. 
70 vgl. etwa Krause, a.a.O.(Fn.12), S.52; Fitting, a.a.O.(Fn.65), §87 Rn.127. 
71 vgl. BMAS (Hrsg.), Zeit- und ortsflexibles Arbeiten in Betrieben - Sammlung betrieblicher 
Gestaltungsbeispiele, 2015, S.19. 
72 事業所委員会の設置手続については、藤内・前掲注（63）書 42 頁以下を参照。 
73 この点については、その要因分析も含めて、山本・前掲注（23）報告書 82 頁以下、久本・前掲注

（23）論文 39 頁以下を参照。 
74 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.53f. 
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上の規定は一般的な枠組み規定にとどめるべきである。具体的には、緊急時等の例外を除

き、労働者が所定労働時間外において、職務上の利害関係を有する事柄についてコンタク

トを受けることのないよう、使用者は配慮を行わなければならない旨を、労働時間法中に

明記するべきである“。 
 

9．“テレワークを行う権利”について 
（1）場所的・時間的主権の拡大 
 ところで、ここまでの検討においては、雇用社会のデジタル化が進行するなかでの労働

時間規制による労働者の保護の側面が中心となっていたわけであるが、更に進んでKrause
鑑定意見は、Ⅱ．2 で指摘したように、デジタル・ワークの拡大が、労働者を従来の時間

的・場所的な拘束から解放しうるという点に着目して、労働者について時間的・場所的に

柔軟な働き方、なかんずく“テレワークを行う権利（Recht auf Telearbeit）”を認めるべ

きかという、労働者の権利拡大の側面についても、検討を行っている 75。 
 この点、Ⅱ．1 でみた通り、近年、ドイツにおいては、働く場所や時間を自身で裁量的

に決定しうるという意味での“時間主権”を希望する労働者が増加傾向にある。例えば、

2015 年に連邦労働社会省が行った調査（回答者 7,109 人）76によれば、従来テレワークを

行っていなかった職員（Angestelle）のうち、31％が「時どき（gelegenheit）」、また 8％
が「常時（regelmäßig）」、テレワークを行いたいと回答しており、かかる回答者がその理

由として挙げたもののうち 74％と最も多かったのが、「仕事と家庭の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）」となっている 77。実際、現在のドイツにおいても、特に大企業においては、

従業員のワーク・ライフ・バランスの実現という観点から、労働協約や事業所協定によっ

て、テレワークの制度を導入しているところは少なくない 78。しかし、このことは同時に、

現在のドイツ法上は、テレワーク制度の導入自体については基本的に労使自治に委ねられ

ており、労働者個々人の法的権利として承認されるには至っていないことを意味する 79。 
 このような状況を背景に、Krause 鑑定意見は、“テレワークを行う権利”を積極的に導

入すべきことを主張している。また、その具体的構成については、労働者からテレワーク

の申し出を受けた使用者に対して、それに関する協議を行うべきこと、またかかる申し出

を拒否する場合には、書面でその理由を明らかにすべきことを義務付けるという、比較的

                                                   
75 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.81ff. なお、テレワークをめぐる EU レベルでの動向については、濱口・前

掲注（30）書 399 頁以下を参照。 
76 BMAS, a.a.O.(Fn.25), S.17. 
77 また、それに次いで多かったのが「通勤時間の節約」（64％）、「自由時間の確保」（63％）である。 
78 このような労使合意による導入事例を紹介したものとして、Flüter-Hoffmann, Familienfreundliche 
Regelungen in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen - Beispiele guter Praxis, BMFSFJ, 2015, 
S.26ff がある。 
79 この点について、石崎・前掲注（12）論文 82 頁以下も参照。 
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ソフトな規制（協議モデル）もありうるが 80、Krause 教授は更に進んで、その性質上事業

所の外においては有意義に処理されえない業務（例えば、製品製造におけるマニュアル業

務）に従事している場合を除いては、労働者には自宅においてテレワークを行う環境を整

備することに対する法的な請求権を認めるべきであるとする（請求権モデル）81。この場

合、使用者は相反する事業上の事由が存在している場合にのみ、テレワークの実施を拒否

することができることとなる（なお、かかるテレワークの実施に際しては、労働者の健康

保護のあり方が問題となるが、この点は、Ⅴ．3 で後述する）。 
 
（2）2018 年パートタイム・有期労働契約法改正 

 かくして、Krause 鑑定意見は、上記の意味での“テレワークを行う権利”の導入によ

り、まずは労働者の働く場所
．．

に関する主権（柔軟性）を強化しようとしているのである

が、それと同時に、働く時間
．．

に関する主権（柔軟性）についても、言及を行っている。す

なわち、前述の通り、多くの労働者がテレワークを希望することの理由としてワーク・ラ

イフ・バランスを挙げていることからすると、働く時間に関する柔軟性を確保することも

重要な検討課題となる。 
もっとも、この点については、Krause 鑑定意見公表後の 2018 年 12 月に成立した、

『パートタイム法の継続的発展および架橋的パートタイム（Brückenteilzeit）の導入に

関する法律』によるパートタイム・有期労働契約法（TzBfG：以下、パート・有期法）の

改正 82によって（2019 年 1 月 1 日施行）、既に立法政策的対応がなされるに至ってい

る。かかる改正の内容は多岐にわたるが、なかでも「期限付き労働時間短縮請求権

（Anspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit）」（新 9a 条）の導入が、上記の問題意

識との関係では特に重要なものであるので、ここで検討しておくこととしたい。 
 この点につき、従前の法状況を確認しておくと、ドイツのパート・有期法は従来から 8
条において、勤続 6 ヶ月以上の労働者一般に対して、労働時間を短縮しパートタイム労働

へ転換する請求権を認めていた。その意味では、ドイツ法はこれまでも、労働者の“時間

主権”を一定程度認めていたといえる。もっとも、かかる 8 条に基づくパートタイム労働

への転換は、“期限のない（unbefristet）”ものであり、従って元の労働時間へ復帰する権

利までは保障されていなかった。そのため、従来ドイツにおいては、8 条の権利を行使し

た労働者の地位がパートタイム労働に固定化されてしまうという“パートタイム・トラッ

プ（Teilzeitfalle）”現象が生じていることが政策的にも問題視されてきたのである。 
 そこで、今回の改正により、パート・有期法へ新たに 9a 条が挿入され、そのなかで新た

                                                   
80 Ⅰ．2 でみた『労働 4.0・白書』においては、かかる協議モデルによる立法提案がなされている。こ

の点については、山本・前掲注（9）論文 13 頁を参照。 
81 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.83f. 
82 かかる改正の詳細については、山本陽大「ドイツにおけるパートタイム労働をめぐる新動向」労働法

律旬報 1926 号（2018 年）32 頁を参照。 
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な労働時間短縮請求権が規定されるに至った。かかる請求権は、従業員数が常時 45 名以

上の企業において、勤続 6 ヶ月以上の労働者一般に認められるものであるが、8 条とは異

なり、労働者がかかる請求権を行使する時点でパートタイム労働へ転換する期間が、1 年

以上 5 年以下の範囲内が予め定められる。そして、かかる期間が経過した場合には、当該

労働者の労働時間は自動的に元の労働時間へと復帰することとなる。かくして、新 9a 条

の導入により、働く時間に関する労働者の主権（柔軟性）はいっそう強化されたものと評

価することができよう。 
 もっとも、同条は、あくまで労働時間にかかる規制に関するものであって、労働の場所

に関わるものではない。従って、Krause 鑑定意見が提案するような“テレワークを行う権

利”を保障するものではなく、その点については、引き続き立法政策上の動向に委ねられ

ている点には、注意を要する。ただ、将来“テレワークを行う権利”が導入された場合に

は、今回のパート・有期法新 9a 条と相まって、デジタル化された雇用社会における労働者

の場所的・時間的主権が完成するものと理解することができよう。 
 
 
Ⅳ．年次有給休暇法 

1．現行連邦年次休暇法の概要 
 Ⅱ．2 でみたように、雇用社会のデジタル化による第一の変化（なかんずく、“常時アク

セス可能性”の問題）は、労働時間法のほか、年次有給休暇法の領域に対しても、課題を

提起する。ここでは差し当たり、現在の法状況を確認しておこう。 
 この点、ドイツにおいては連邦年次休暇法（BUrlG）によって、勤続 6 ヶ月以上の労働

者については（4 条）、年間 24 週日の年次有給休暇（以下、単に休暇）を取得する権利が

認められている（1 条、3 条 1 項）。かかる休暇は一日単位で付与されるのが原則であり、

従って、時間単位での付与は認められない。取得時期の決定自体（休暇付与）は使用者に

よって行われるが、その際には労働者の希望が考慮されなければならない（7 条 1 項）。ま

た、休暇付与に当たっては、連続して付与されなければならないのが原則であり、例外的

に分割が認められる場合であっても、最低でも 12 日の休暇が連続して付与されなければ

ならないこととなっている（2 項）。なお、労働関係の終了により休暇がもはや付与されえ

ない場合を除いては、使用者による休暇の買い上げは認められていない（4 項）。 
 このように、連邦年次休暇法が休暇の権利を保障していることの目的は、労働者に自身

の判断に基づいて休養をとるための機会を付与することにあると解されている 83。従って、

労働者は休暇期間中は、労働給付の義務付けから完全に解放されているのでなければなら

                                                   
83 Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg.), Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 19.Aufl., 2019, §1 
BUrlG Rn.4 〔Gallner〕. 
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ない。そのため、連邦労働裁判所の判例 84によれば、例えば休暇付与に当たり、使用者が

必要に応じて労働者を休暇から呼び戻したり、あるいは休暇中に仕事を割り当てることに

ついての留保を付した場合には、当該労働者は労働給付の義務付けから完全に解放されて

いないがゆえに、使用者は休暇を与えたことにはならず、当該労働者の休暇請求権はなお

残存すると解されている。 
 

2．休暇中におけるデジタル・ワークの取り扱い 
 このような現在の判例の解釈を前提とすると、少なくとも使用者が労働者との合意によ

って、当該労働者が休暇中においても、常時アクセス可能な状態にいることを義務付けた

場合には、使用者は連邦年次休暇法に従って休暇を与えたことにはならないとの結論が導

かれることとなる。また、使用者が休暇開始前に、休暇中に労働しなければ実現できない

ような労働成果を、当該労働者が休暇から復帰した直後に求めることをほのめかしたとい

ったような場合にも、同様と考えられている 85。しかし他方で、Ⅲでも指摘されたように、

デジタル化した雇用社会において生じるデジタル情報端末等を通じた“常時アクセス可能

性”というのはいわば慢性的なものであり、また労働者にとってみても、例えば休暇中に

おける E メールの確認や返信によって、休暇からの復帰直後の労働開始がスムーズとなる

場合もありうる。 
 そこで、Krause 鑑定意見は、休暇中において労働者がデジタル・ワークを行った場合に

ついて、当該日につき一律に休暇日として取り扱わない（従って、休暇請求権は残存する）

ものとみるのではなく、当該デジタル・ワークが、上記でみた労働者の自己判断に基づく

休養の確保という連邦年次休暇法の目的を侵害する程度のものであるか否かによって区別

するべきであるとする 86。すなわち、Krause 教授によれば、①まず、当該デジタル・ワー

クが 15 分程度のわずかなものにとどまる場合には、上記・目的からみて無害なもの

（unschädlich）であるため、休暇日として取り扱われるべきである。この点は、Ⅲ．6 で

みた休息時間中におけるデジタル・ワークの取り扱いに関する同教授の見解からみても一

貫しているといえよう。 
しかし他方で、Krause 教授は、②上記を超えるような（＝わずかとはいえない）、使用

者側に起因するデジタル・ワークは、もはや連邦年次休暇法の目的を無価値化

（Entwertung）するため、それが行われた日については、休暇日として取り扱うべきでは

なく、また③先ほど 1．でみた通り、ドイツでは休暇は少なくとも 12 日以上の連続付与が

原則であるところ、連続して付与された休暇日中の複数日にわたってデジタル・ワークが

行われた場合には、（仮に個々の日におけるデジタル・ワークはわずかなものであったとし

                                                   
84 BAG, Urt. v. 20. 6. 2000 - 9 AZR 405/99; BAG, Urt. v. 14. 3. 2006 - 9 AZR 11/05. 
85 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.56. 
86 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.56f. また、Falder, a.a.O.(Fn.31), S.1156f も同旨。 
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ても）当該連続して付与された日全体を、休暇日として取り扱うべきではないと指摘する。

そのうえで、Krause 鑑定意見は、上記のうち②および③の点については、ルールの明確性

という立法政策上の観点から、連邦年次休暇法（特に、休暇の不使用について定める 9 条）

中において、明記すべきであるとしている。 
 
 
Ⅴ．労働安全衛生法 
 続いて、Krause 鑑定意見は、労働時間法や年次有給休暇法と並んで、雇用社会のデジタ

ル化がもたらす第一の変化により大きな影響を受ける労働法の規制領域として、労働安全

衛生法を採り上げ、比較的詳細な検討を行っている 87。Ⅱ．2 でもみたように、その背景

にあるのは、第四次産業革命下においては、例えばロボットやパワースーツ、あるいはス

マートグラスのようなウェアラブル端末等によって、人間と機械の新たな接触関係が生じ

る、またテレワークに代表されるような、デジタル情報端末を通じた労働者の私的領域に

おける働き方が拡大する、あるいは情報通信技術の進歩に伴う労働プロセスの濃縮化・加

速化によって、労働者のメンタルヘルス面での負担が増大しうる、といった変化である。 
 

1．現行法の概要 
 ここでは差し当たり、ドイツの労働安全衛生をめぐる現行の法的枠組みを確認しておこ

う 88。 
 この点につき、ますかかる規制領域にとっての中心に位置しているのは、ドイツにおけ

る労働保護法（ArbSchG）である。同法は、労働安全衛生に関する EU 指令（89/391/EEC
および 91/383/EEC）89を国内法化したものであり、その目的は、労働保護措置によって労

働時における被用者の安全および健康を保護し、またこれを改善することにある（1 条 1
項）。かかる目的のために、労働保護法は使用者に対し、数多くの義務を課しているのであ

るが、その中心に位置するものとして理解されているのが、5 条が定める労働環境に関す

るリスク評価義務（Gefährungsbeurteilung）である。すなわち、同条により、使用者は労

働保護にとってどのような措置が必要かを調べるために、当該労働に関係するリスクにつ

いて評価を行わなければならない（1 項）。ここでのリスク評価の際の対象（3 項）は、作

業場ないし職場の設置・施設（1 号）、物理的・化学的・生物学的な影響（2 号）、作業用具

の選択および導入（3 号）、労働・製造過程・作業プロセス・労働時間およびその相互の影

響（4 号）、被用者の資格能力や被用者に対する指導の不十分さ（5 号）に、広く及ぶ。更

                                                   
87 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.58ff. 
88 ドイツにおける労働安全衛生法制については、Kohte/Faber/Feldhoff (Hrsg.), Gesamtes 
Arbeitsschutzrecht - Handkommentar, 2014 を参照。また、邦語文献としては、三柴丈典『労働安全衛

生法論序説』（信山社、2000 年）125 頁以下がある。 
89 EU 指令の詳細については、濱口・前掲注（30）書 279 頁以下を参照。 
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に、2013 年 10 月の改正によって、現在では、労働の際の精神的負担（psychische 
Belastungen）も、リスク評価の対象となることが明確に規定されるに至っている（6 号）。

使用者は、かかるリスク評価を踏まえたうえで、労働者の安全・健康確保にとって必要な

労働保護措置を採るべきこととなる（3 条）。 
もっとも、かかる労働保護法が定める使用者の義務は一般的な内容にとどまることから、

これを更に具体化するために、同法 18 条および 19 条に基づいて数多くの規則

（Verordnung）が連邦政府によって定められている。このうちまず、上記でみた雇用社会

のデジタル化に伴う人間と機械の新たな接触関係にとって重要であるのが、事業所安全規

則（BetrSichV）90である。すなわち、同規則は特に、作業用具の使用に際しての被用者の

安全・健康の保護を目的とするものであるところ、その 2 条 1 項によれば、「作業用具

（Arbeitsmittel）」とは、労働に用いられる、工具（Werkzeug）、器具（Gerät）、機械ま

たは装置（Anlage）と定義される。また、ここでいう作業用具には、使用者がそれを用意

する場合はもちろん、労働者の自己所有にかかる作業用具の使用を使用者が許容している

場合も、含まれる（5 条 1 項）。そして、事業所安全規則の 3 条は、使用者に対して、上記

の意味での作業用具に対するリスク評価は、その選択および調達の前に実施すべきことを

定めており（3 項）、その際には、当該作業用具自体はもちろん、それが用いられる作業環

境や作業の対象物から生じるリスクも評価対象となる。また、かかるリスク評価は、人間

工学等からみた当該作業用具の有用性や、当該作業用具と当該職場、作業プロセス、労働

時間等との人間工学上の関連性、あるいは当該作業用具を使用することにより被用者に生

じる肉体的・精神的負担等といった観点から、行われなければならない（2 項）。そのうえ

で、使用者は、かかるリスク評価を踏まえて、必要な姿勢や体の動き、作業のテンポやリ

ズム等の観点からみて、人間が当該作業用具と接触することによって、肉体的・精神的負

担を回避できるような具体的な保護措置を講じる義務を負う（6 条 1 項）。上記の形をもっ

て、リスク評価が実施され、また保護措置が講じられてようやく、当該作業用具の使用は

可能となる（4 条 1 項）。 
 このように、ドイツでは労働者の安全衛生に関して、一方において作業用具を規制対象

とする事業所安全規則が整備されているのであるが、他方において労働者が作業を行う場

所（作業場）については、これを規制対象とする作業場規則（ArbStättV）が整備されてい

る。すなわち、かかる作業場規則によれば、典型的には事業所の敷地における建物内の作

業空間等が「作業場（Arbeitsstätten）」として定義されるところ（2 条 1 項）、同規則によ

る規制の中心はやはり、リスク評価義務であり、使用者は作業場の設置に当たりリスク評

価を実施し、またそれに基づいて、技術上・労働医学上・衛生上の観点から、被用者の保

護にとって必要な措置を講じなければならない（3 条：その際に遵守すべき基準〔作業場

                                                   
90 vgl. Schucht, Die neue Betriebssicherheitsverordnung, NZA 2015, S.333. 
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の広さ、温度、換気、静かさ等〕は、補遺〔Anhang〕の各号において定められている）。

また、使用者は、リスク評価結果や保護措置等について、被用者に教示（Unterweisung）
する義務を負っている（6 条）。 

なお、ドイツにおいては、従来労働者が VDT（Visual Display Terminals）作業を行う

場合について、VDT 作業規則（BildscharbV）が定められていたが、同規則は 2016 年 12
月に上記・作業場規則へ（補遺 6 号として）統合されたため、現在では廃止されるに至っ

ている。 
 

2．職場の安全確保と共同決定 
このようにみてゆくと、雇用社会のデジタル化に伴い、職場へ新たな機械が導入される

場面では、まずは事業所安全規則によって、それと接触する人間（労働者）の安全・健康

確保が図られることとなろう。そのため、Krause 鑑定意見も、上記・場面に関する限りで

は、現在の労働保護法ないし事業所安全規則に特段不備があるものとはみていない。むし

ろ、Krause 教授が上記の場面との関係で改正の必要性を指摘しているのは、事業所組織

法である。 
この点につき、これまでにも幾度が登場したドイツにおける事業所委員会は、事業所組

織法上、労働者の安全衛生問題についても一定の関与権限を認められている。すなわち、

同法 90 条は、使用者が、技術的装置、作業方法・作業工程、労働ポスト等の変更を計画す

る際には、事業所委員会に対して通知を行うとともに（1 項）、それが労働者に及ぼすとこ

ろの影響を当該計画へ反映できるよう、事業所委員会と協議を行うべきことを義務付けて

いる（2 項）。また、これらの変更が実施されたことによって、労働ポストが労働科学（特

に、人間工学）上の確立した知見に明らかに反する状態となり、それゆえに特定の労働者

について、特別の負荷が課されることとになった場合には、事業所委員会は事業所組織法

91 条が定める“修正的（korrigierende）共同決定権”によって、使用者に対してかかる負

荷を除去、緩和ないし補償するための適切な措置を求めることができることとなっている。

これらの規定の目的は、1．でみた労働保護法等による保護水準を超える範囲で、使用者と

事業所委員会による自治的な形での労働者の健康・安全確保を促進しようとする点にあり

91、その射程はいうまでもなく、雇用社会のデジタル化に伴い、職場へ新たなテクノロジ

ーが導入される場面にも及びうる。 
 もっとも、上記でみたように、事業所委員会に修正的共同決定権が認められるのは、使

用者により計画された変更によって、労働ポストが「労働科学上の確立した知見に明らか
．．．

に
．
（offensichtlich）反する状態」にあること、および労働者に「特別の

．．．
（besonder）負荷」

が生じていることが、その要件となっている。それゆえ、従来、かかる事業所組織法 91 条

                                                   
91 Fitting, a.a.O.(Fn.65), §90 Rn.2-3. 
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については、その効力を発揮する場面は相当に限定的であると考えられてきた 92。そのた

め、Krause 鑑定意見は、同条を改正し、上記の“明らかに”および“特別な”という文言

を削除することで、事業所委員会の共同決定権をいっそう強化すべきことを提案している

93。 
 

3．テレワークに対する作業場規則の適用関係 
 一方、1．でみた作業場規則との関係では、Krause 鑑定意見は次のような問題点を指摘

している。すなわち、雇用社会のデジタル化により、労働者は時間的・場所的拘束から解

放されうるところ、Ⅲ．9 でみたように、Krause 教授によれば、テレワークの導入につい

ては今後、労働者の法的権利として承認されるべきものである。 
もっとも、労働者がテレワークを行っている場合に作業場規則が適用されるかについて、

従来学説はこれを否定的に解してきた 94。これは、上記で述べた通り、同規則 2 条のほか、

同規則の淵源たる EU 指令（89/654/EEC）の 2 条も、事業所の敷地における建物内外の

作業空間を「作業場（Workplace）」として定義していたことによる。しかし、これに対し

て Krause 鑑定意見は、テレワーカーもまた労働保護法が適用される労働者であることか

らすれば、テレワークが行われる場も原則として、作業場規則の適用対象に含めるべきで

あることをまずは主張する 95。 
 もっとも、ここにおいて Krause 教授は、テレワークに対する作業場規則の全面的な適

用を主張しているわけではない。すなわち、いうまでもなく、テレワークは労働者のプラ

イベートスペースにおいて行われるものであるところ、作業場規則を全面的に適用するこ

とになれば、使用者による労働者の自宅のあり方に対するコントロールや常時立ち入りが

可能となる等、労働者の私生活を相当に制約することとならざるをえない。しかし、この

ような状態は、基本法 13 条が“住居の不可侵性（Unverletzlichkeit der Wohnung）”を保

障していることと矛盾する結果となる。そのため、Krause 鑑定意見は、①作業場規則のな

かでテレワーカーに適用される（従って、その遵守につき使用者が責任〔労働保護法 13 条〕

を負う）のは、リスク評価義務に関する 3 条と教示義務に関する 6 条に限定しつつ、②労

働保護に反する状態が発生することを防止するために、使用者は労働者に対して年に 1 度、

写真やカメラ等の電子的手段を用いた検査を行い、また上記の状態の発生について根拠が

ある場合には、事前に予告することを条件に、労働者のプライベートスペースへ立ち入り

を行う権利（Zutrittsrecht）が認められるよう、作業場規則を改正すべきことを提案して

                                                   
92 この点につき、藤内・前掲注（63）書 176 頁以下も参照。 
93 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.61. 
94 vgl. Oberthür, Die Arbeitssicherheit im Mobile Office, NZA 2013, S.247. 
95 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.64f. 
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いる 96。 
 かくして、Krause 鑑定意見は、テレワークに対する作業場規則の適用関係という観点

から検討を行っていたのであるが、その後の 2016 年 12 月に作業所規則は改正され、それ

によって、2 条の 7 号において「被用者のプライベートスペースにおいて使用者により固

定的に設置された VDT 作業を行う作業場」が新たに「テレワーク作業場

（Telearbeitsplätze）」として定義されるとともに、1 条 3 項により、かかるテレワーク作

業場に対しては、使用者のリスク評価義務に関する 3 条と、労働者に対する教示義務に関

する 6 条については、これを適用する旨が明確に規定されることとなった 97。従って、

Krause 教授による上記・改正提案のうち①については、現に立法政策として摂取される

に至ったということができる。 
 

4．労働者のメンタルヘルスをめぐる問題 
（1）雇用社会のデジタル化と精神疾患の増加 
 最後に、労働安全衛生法の領域について Krause 鑑定意見が検討を行っているのは、労

働者のメンタルヘルスをめぐる問題である。 
 この点につき、ドイツにおいて精神疾患に罹患する労働者の数は増加傾向にある。例え

ば、連邦労働保護・労働医学研究所（BAuA）の統計 98によれば、疾病保険の被保険者で

ある労働者が疾病等によって就労不能となった日数（Arbeitsunfähigkeitstage）のうち、

精神障害または行動障害が原因であったものの割合をみると、2001 年時点では全体の

6.6％に過ぎなかったのが、2010 年時点では 13.1％に増加しており、年々増加傾向にある

ことがわかる。むろん、かかる傾向が全て、雇用社会のデジタル化に起因しているわけで

はないが、同じく連邦労働保護・労働医学研究所の研究 99は、労働の迅速化や、期日遵守

に対する圧力の強化、あるいはマルチタスキングの増加等が、精神疾患にとってのストレ

スファクターとなっていることを示している 100。これらはいずれも、デジタル化した雇用

社会における特徴の一つである、情報通信技術の進歩による労働プロセスの濃縮化・加速

化によって、いっそう促進されるファクターであるといえる。 
 
                                                   
96 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.65f. 
97 なお、1．でもみたように、かかる 2016 年 12 月の改正時には、従来の VDT 作業規則が廃止され、

作業場規則へ補遺 6 号として統合されるという改正も行われたところ、同規則 1 条 3 号においては、か

かる補遺 6 号はテレワーク労働ポストに対しても適用がある旨が規定されることとなった。この点、

Krause 鑑定意見は当時、VDT 作業規則についてもテレワーカーへ適用されるべきことを主張していた

のであるが（Krause, a.a.O.(Fn.12), S.65）、このような Krause 教授の主張も、上記の形をもって摂取

されたことになる。 
98 BMAS/BAuA (Hrsg.), Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2001-2010. 
99 BMAS/BAuA (Hrsg.), Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2013, S.65ff. 
100 vgl. auch BMAS, Psychische Gesundheit im Betrieb - Arbeitsmedizinische Empfehlung, 2016, 
S.19. 
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（2）精神的負担からの保護に関する規則の必要性 
 ところで、既に 1．でみたように、ドイツでは、2013 年の労働保護法改正によって、使

用者が労働保護措置によって確保すべき労働者の“健康”概念には、“精神的な健康

（psychische Gesundheit）”も含まれることが明確にされ（例えば、4 条 1 号を参照）、ま

た 5 条に従って使用者が実施すべきリスク評価に際しては、労働時の精神的負担もその対

象となることが明記されるに至っている（3 項 6 号）。かくして、ドイツの立法者も従来、

労働者のメンタルヘルスの問題を決して看過してきたわけではない。 
 しかし、Krause 鑑定意見は、そうであるにも関わらず、実際に精神的負担に関してリス

ク評価を実施している事業所の割合は低いという問題点を指摘している 101。すなわち、

2015 年に経済社会研究所（WSI）が、全産業分野における 4,125 の事業所委員会に対して

行ったアンケート調査 102では、精神的負担に関してリスク評価を実施している事業所の割

合は 24.3％に過ぎないとの結果が示されている。2009 年に実施された同様の調査の時点

では、かかる割合は 16％であったから、この間上昇傾向は看取されるものの、上記の調査

からは、ドイツでは今なお、リスク評価の実施につき肉体的なファクターと精神的なそれ

との間には、大きな格差が存在することがわかる。そのうえで、2015 年の調査では、精神

的負担に関してリスク評価を実施していないことの理由について、「事業所においてノウ

ハウが存在していない」との回答が最も多く（69％）を占めている。 
 そこで、Krause 鑑定意見は、個々の事業所レベルにおける（リスク評価を含めた）労働

者の精神的負担に関するルール・メイキングを可能とするために、労働保護法 18 条に基

づいて、同法が定める使用者の一般的な義務を、労働時の精神的負担からの保護という側

面において具体化した規則を定めるべきであるとする。とりわけ、Krause 教授が注目し

ているのは、2013 年 4 月に 5 つの連邦州（ハンブルク州、ブランデンブルク州、ブレーメ

ン州、ノルトライン－ヴェストファーレン州、シュレスヴィヒ－ホルシュタイン州）が共

同で連邦参議院へ提出した、『労働時の精神的負担による危険からの保護に関する規則案』

103である。同規則中においては、リスク評価に際して精神的負担面に着目した評価事項（作

業内容、作業用具、労働組織、労働リズム、作業環境、社会環境）が列挙されるとともに

（4 条）、使用者が具体的な保護措置を講じるに当たって、精神的負担リスクの回避・軽減

のために留意すべき事項（作業内容を明確に定義すべきこと、被用者に適切な行動裁量が

認められるべきこと、時間的あるいは評価上の基準は、被用者が利用可能な人的・物的リ

ソースを超えない範囲で設定されるべきこと等）が明記されている（6 条～8 条）。 
もっとも、この規則案自体は現在のところ、可決・成立をみてはいないのであるが、

                                                   
101 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.69f. 
102 Ahlers, Betriebliche Gesundheitsförderungen und Gefährungsbeurteilungen, Ergebniss der 
WSI-Betriebsrätebefragung 2015. 
103 BR-Drs.315/13. また、同規則案については、石崎・前掲注（12）論文 94 頁も参照。 
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Krause 鑑定意見は、これを教材として、規則の策定を通じた労働保護法上の抽象的な基

準の具体化に努めるべきであるとしている 104。 
 
 
Ⅵ．労働者個人情報（データ）保護法 

1．雇用社会のデジタル化と労働者の個人データ 
 このようにみてゆくと、雇用社会のデジタル化は、第一の変化において既に、労働法の

規制領域に対して数多くの影響を及ぼしうるのであるが、しかし生じうる変化というのは、

それだけではない。次に、Krause 鑑定意見が着目しているのが第二の変化であり、またそ

れが労働者の個人情報（データ）保護の領域に対して及ぼしうる影響である。 
 すなわち、Ⅱ．2 においてもみたように、第四次産業革命下においては、労働者の個人

データと接触する新たなテクノロジーが急速に拡大する。例えば、現在連邦政府によって

その実現が推進されている“スマート工場”においては、製造プロセスを制御するサイバ

ー・フィジカル・システムのなかに労働者が組み込まれることで、自動的にかつ大量の労

働者個人に関係するデータが蓄積されてゆくことになる。また、製造業以外の分野であっ

ても、労働者がコミュニケーションのための手段として、（それが仮に就業時間外あるいは

事業所外から行われたとしても）当該企業の IT インフラ（インターネット、E メール等）

を用いた場合には、かかる労働者のコミュニケーション行動の把握や評価が使用者におい

て可能となる。更に、バイオメトリックス（生体認証システム）やウェアラブル端末とい

ったテクノロジーの登場は、使用者が把握しうる労働者のデータの質的な拡大という現象

をも、もたらしうる。 
 かくして、雇用社会のデジタル化は、労働者の個人データの広範囲にわたるビッグ・デ

ータ化と、その利用を通じた使用者による完全監視から労働者をいかに保護すべきかとい

う問題を提起することとなる。 
 

2． 2018 年連邦データ保護法改正 
 もっとも、ドイツにおいては従来から、使用者が労働者の個人データを無制限に収集す

ることは、実は容易なことではなかった。というのは、ドイツにおいては以前から、憲法

上保護されている人格権（自己情報決定権：基本法 1 条 1 項・2 条 1 項）の保護を目的と

して、連邦データ保護法（BDSG）が定められており、とりわけその 32 条によって、使用

者は労働関係上の目的（＝採用時、労働関係開始後および労働関係終了時における判断）

にとって必要な場合でなければ、労働者の個人データを収集・利用・加工することを禁止

されていたからである。従って、特段必要性がないにも関わらず、使用者が漫然と労働者

                                                   
104 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.72f. 
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の個人データに接触することはできないこととなっていたのである。 
 もっとも、労働者個人データの取り扱いについては、実務上多くの問題が生起している

一方、上記・連邦データ保護法 32 条は比較的抽象的な規定であり、その解釈適用は多くの

部分において判例に委ねられていた。また、このことに加え、連邦データ保護法は 4 条 1
項において、本人の同意（Einwilligung）がある場合には、個人データの収集・利用・加

工を認めていたところ、これが労働関係に対してはどのように適用されるのかという問題

についても、32 条は明確なルールを設けてはいなかった。そのため、Krause 鑑定意見も

含めて、ドイツにおいては労働関係当事者にとっての法的明確性を確保するために、労働

者データ保護に関する法改正の必要性が指摘され 105、2010 年 12 月には、連邦議会へ改正

案 106も提出されていた。そして更に、ドイツにおける連邦データ保護法は、これとはまた

異なる角度からも改正の必要性を迫られていた。それが、2018 年 5 月に施行された EU 一

般データ保護規則（GDPR）である。 
 EU 一般データ保護規則 107は、一方における個人データの保護と、他方における個人デ

ータの自由な流通という観点から、EU 全体における統一的なルールを設定するために定

められたものである。従って、その内容は、各国の国内法整備を待たずして直接的に適用

されるのが原則となっているが、同規則はその 88 条において、労働関係に関しては立法

によって特別の規制を行う余地を各加盟国に対して認めていた（開放条項）108。そして、

かかる開放条項を利用する形で、EU 一般データ保護規則の施行とタイミングを同じくし

て、ドイツにおいても改正連邦データ保護法が施行され、とりわけ労働者個人データ保護

に関しては、新たに 26 条においてルールが設けられることとなった。 
 この点、連邦データ保護法新 26 条は、本質的な内容としては旧 32 条からは変更はない

が、旧法下において展開されていた判例法理を摂取したものとなっている 109。すなわち、

新 26 条 1 項 1 文においては、労働者の個人データの処理 110のための目的について、旧 32
条において列挙されていた事柄に加え、「法律、労働協約または事業所協定に基づく、被用

者の利益代表者の権利・義務の行使および履行のため」が追加されている。また、条文上

は明記されてはいないが、立法理由書 111においては、労働者の個人データ処理が上記・目

                                                   
105 vgl. Krause, a.a.O.(Fn.12), S.78. 
106 BT-Drs.17/4230. 
107 同規則については、宮下紘『EU 一般データ保護規則』（勁草書房、2018 年）に詳しい。 
108 この点については、宮下・前掲注（107）書 313 頁以下も参照。 
109 Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg.), Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 19.Aufl., 2019, §26 
BDSG Rn.1-2 〔Franzen〕. 
110 なお、上記の通り、旧法下においては使用者による労働者の個人データの取り扱いの形態として、

収集・加工・利用が挙げられていたが、新法においては、かかる取り扱いをより広く規制対象に置く趣

旨で、「処理（Verarbeitung）」という概念に一元化されている。この点については、Franzen, 
a.a.O.(Fn.109), §26 BDSG Rn.2 を参照。 
111 BT-Drs.18/11325, S.97. 
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的との関係で必要であるかという必要性（Erforderlichkeit）の判断は、いわゆる“比例性

の原則（Verhältnismäßigkeit）”に従ってなされなければならないという、連邦労働裁判

所の判例法理 112が、新 26 条においても承継されることが明確にされている。従って、新

法のもとにおいても、使用者による労働者の個人データ処理は、当該目的の実現にとって

適切であり、かつ労働者の人格権にとって最も負担が少ない手段が選び取られなければな

らない。 
 一方、今回の改正によって、使用者による個人データの処理と労働者の同意との関係に

ついて、条文上の明確化が図られている。すなわち、上記・1 項に該当する場合以外の場

面において、使用者が労働者の同意に基づいて個人データを処理する可能性は完全に排除

されるわけではないが、新 26 条 2 項において、従来連邦労働裁判所の判例 113が述べてき

た通り、かかる同意は労働者の“自由な意思に基づいて”なされたのでなければならない

こと（真意性〔freiwillig〕： 1 文）、および同意には書面を要すること（3 文）が、規定さ

れるに至っている。このうち、上記にいう真意性の判断は、当該状況に応じて個別的に判

断されるが、その際には、処理対象となるデータの性質、労働者の人格権に対する介入の

程度（Eingriffstiefe）、同意がなされた時点（＝労働契約締結の前か後か）が重要な考慮要

素となる 114。また、同条の 2 項 2 文は、当該労働者にとって法的または経済的なメリット

が存在する場合には、特に真意性は存在しうる旨を規定している。このような例として、

立法理由書 115は、労働者の健康促進を目的として事業所へ健康マネジメントを導入する場

合や、事業所の IT システムの私的利用を認める場合を挙げている（但し、高い賃金を支払

うことは、ここでいう経済的メリットにはなりえないと解されている）。 
 かくして、EU 一般データ保護規則の施行を契機に、現在のドイツにおいては労働者の

個人データ保護法制について、一定の明確化が図られたといえよう。今後は、かかる新規

制、とりわけ 26 条が、雇用社会のデジタル化のなかでどのように機能するかについて、注

視する必要がある。 
 

3．労働者データ保護と共同決定 
 またこのほか、労働者の個人データ保護との関係で Krause 鑑定意見が検討対象として

いるのが、事業所委員会の共同決定権である。すなわち、事業所組織法は 87 条 1 項 6 号

において、事業所への「労働者の行動および成果を監視するための技術的装置の導入」に

ついて、事業所委員会に対し、同意権としての共同決定権（→Ⅲ．8．（2）を参照）を付与

している。従って、事業所委員会が設置されている事業所においては、使用者はかかる装

                                                   
112 BAG, Urt. v. 20.6.2013 - 2 AZR 546/12. 
113 BAG, Urt. v. 11.12.2014 - 8 AZR 1010/13. 
114 Franzen, a.a.O.(Fn.109), §26 BDSG Rn.41. 
115 BT-Drs.18/11325, S.97. 
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置の導入を一方的に行うことはできない。先ほどの連邦データ保護法と同様、かかる規定

の目的もまた、労働者の人格権の保護にある 116。 
 もっとも、上記の法文からも明らかであるように、現在の事業所組織法 87 条 1 項 6 号

は、例えば監視カメラの導入のように、どちらかといえば労働者を直接的かつ現在進行形

で監視する装置の導入を想定した規定ぶりになっているところ、デジタル化した雇用社会

においては、労働者個人のデータの集積による、行動や成果に対する事後的な評価（フィ

ードバック）といった現象もまた問題となる 117。そこで、Krause 教授は、労働者の個人

データとの接触を生じる全てのツールの導入に対して、事業所委員会の共同決定権が及ぶ

ことが明確になるよう、事業所組織法 87 条 1 項 6 号を改正すべきであるとする 118。 
 また、このように考えた場合には、事業所組織法 87 条 1 項 6 号の対象としては、新た

なハードウェアの導入に加え、新たなソフトウェアのインストールが重要となる。この点

について、Krause 鑑定意見は、短期的なスパンで場合によっては自動的に行われる、欠陥

の除去のためのプログラムのアップデート（いわゆる“パッチ”作業）はその対象とはな

らないが、例えば相当に機能を拡大させる新たなプログラムのインストールは対象となる

といったような形で、共同決定権の射程を明確にすべきであると指摘している 119。 
 
 
Ⅶ．職業訓練法 

1．雇用社会のデジタル化と継続的職業訓練 
 続いて、雇用社会のデジタル化による第三の変化との関係では、職業訓練法の領域に対

して、大きな影響が及ぼされうる。 
 この点、Ⅱ．1 においても、ドイツにおける職業と新たなデジタル・テクノロジーによ

る代替可能性との関係をめぐる幾つかの研究を採り上げたが、かかる代替可能性は年々高

まりをみせている。例えば、労働市場・職業研究所による最近の研究 120をみると、ドイツ

において社会保険加入義務がある被用者のうち、それを組成するタスクの 70％以上が新た

なテクノロジーによって代替されうるという意味において、代替可能性が高い職業に従事

している者の割合は、2013 年時点では 15％であったのが、2016 年には 25％にまで上昇

していることがわかる。また、これをスキル別にみると、確かに代替可能性が 58％と最も

高いのは職業訓練資格を要しない補助職（Helferberufe）においてであるが、しかし最低

4 年以上の大学教育（Hochschulstudium）が必要なエキスパート職（Expertenberufe）に

                                                   
116 Fitting, a.a.O.(Fn.65), §87 Rn.215. 
117 vgl. auch Krause, a.a.O.(Fn.12), S.14. 
118 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.80. 
119 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.80f. 
120 Dengler/Matthes, Wenige Berufsbilder halten mit der Digitalisierung Schritt - 
Substituierbarkeitspotenziale von Berufen, IAB-Forschungsbericht 4/2018. 
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おいても、24％の代替可能性が存在する。2013 年時点では、前者の割合は 46％、また後

者については 19％であったから、いずれについてもこの間に、代替可能性の上昇傾向がみ

られる。また、産業分野別にみると、製造業（83％）やサービス業（60％）、交通・運輸業

（56％）において、それぞれ高い代替可能性の値が示されている。 
 かくして、Krause 鑑定意見も指摘するように、ドイツにおいて「労働者がテクノロジー

の発展に歩調を合わせなければならないということについては、社会一般におけるコンセ

ンサスが得られている」121のである。 
 

2．現行法の概要と課題 
 このような状況に直面して重要となるのは、上記のように新たなテクノロジーによる代

替可能性が高い職業に現在従事している労働者が、継続的職業訓練を受講し、それによっ

て新たな職業資格を得ることで、デジタル化した雇用社会においてもエンプロイアビリテ

ィを確保することができる環境を法的に整備することである。そして、この点について従

来、一定の役割を認められてきたのは、事業所委員会の共同決定権であった。 
 すなわち、事業所組織法は 96 条～98 条において、使用者による職業訓練の実施につい

て事業所委員会の関与を認めている。なかでも、2001 年の同法改正によって導入された

97 条 2 項は、それによって労働者の職務が変更され、当該労働者の職業上の知識および能

力ではもはや職務が遂行できなくなるような措置を、使用者が計画または実施した場合に

は、事業所委員会に対して、事業所内における職業訓練の実施についての共同決定権を認

めている。しかも、学説上、かかる共同決定権は発議権（→Ⅲ．8．（2）を参照）をも含む

ものと解釈されているため 122、上記の場合には、事業所委員会の側から積極的に職業訓練

措置の導入を求めることができることとなっている。そして、事業所組織法 97 条 2 項に

基づいて、使用者が職業訓練を実施する場合には、いうまでもなくその負担は使用者に帰

する。すなわち、当該訓練措置の実施自体にかかる費用はもちろん、労働者は労働義務の

履行としてかかる訓練を受講することとなるのであるから、使用者は受講中についても労

働者に賃金を支払わなければならないこととなる 123。 
 もっとも、かかる規制は、あくまで当該事業所に事業所委員会があることが前提となっ

ていることに加え、そもそも使用者側による措置の計画ないし実施がその契機となってい

る。言い換えれば、第四次産業革命による代替可能性に直面した労働者が、自ら主体的に

エンプロイアビリティを確保するために、とりわけ事業所の外で実施される継続的職業訓

練を受講しようとする場面は、事業所組織法 97 条 2 項によってはカバーされない。しか

し、Krause 鑑定意見は、第四次産業革命による労働市場へのネガティブなインパクトを

                                                   
121 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.84. 
122 Fitting, a.a.O.(Fn.65), §90 Rn.20. 
123 vgl. Fitting, a.a.O.(Fn.65), §90 Rn.31. 
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回避するためには、今後は、前記の場面を想定した一般的な（連邦法レベルでの）法規制

が必要であるとする 124。また、そこでは、①継続的職業訓練の受講にかかる費用を誰が負

担するのか、②労働者が、継続的職業訓練の受講のために仕事を（全部または一部）休む

必要がある場合、受講時間をどのように確保するのか、③②の場合に、当該労働者の受講

中における所得をどのように保障するのか、といった検討課題が浮上する。上記でみたよ

うに、事業所組織法 97 条 2 項の射程内にある世界においては、これらの①～③は全て使

用者によって一元的に賄われることとなるのであるが、労働者が主体となって事業所の外

で実施される継続的職業訓練を受講しようとする場面では、上記・3 つの課題を区別して

検討する必要性が生じることとなる。 
 

3．2018 年社会法典第Ⅲ編改正 
 そして、この点につき、Krause 教授は、上記・①～③に関する法規制を、ドイツにおい

て失業手当をはじめとする就労促進（Arbeitsförderung）のための諸制度を定める社会法

典第Ⅲ編の改正によって実現すべきとの方向性を示していたのであるが、現在では、まさ

にかかる方向性に沿った立法政策が実施されている。それが、Krause 鑑定意見公表後の

2018 年 11 月に連邦議会において可決された、『職業資格付与の機会の強化および失業保

険 に お け る 保 護 の 拡 充 に 関 す る 法 律 （ 職 業 資 格 付 与 機 会 法

〔Qualifizierungschancengesetz〕）』による、社会法典第Ⅲ編の改正である（施行日は、

2019 年 1 月 1 日）125。Ⅲ．9．（2）でみた、パート・有期法改正におけるのと同様、かか

る社会法典第Ⅲ編改正の内容も多岐にわたっているのであるが、なかでも継続的職業訓練

費用の助成制度および労働賃金助成金制度（81 条・82 条）の改正が、上記・3 つの課題と

の関係では最も重要なものとなっている。 
 各制度について簡単にみておくと、まず前者の制度は、労働者が継続的職業訓練を受講

する場合に、それにかかる費用（継続的職業訓練費用〔Weiterbildungskosten〕）126のうち

全部または一部を、公的機関である雇用エージェンシー（AA）が引き受けることによって、

当該労働者を助成する制度である。また、後者の制度は、自己が雇用する労働者が継続的

職業訓練を受講する際に、受講期間中も賃金を支払いつつ、労働義務の免除を認める使用

者に対して、かかる賃金額の一部について、雇用エージェンシーが労働賃金助成金

（Arbeitsentgeltzuschüsse）を支払うことで、当該使用者を助成する制度である。 

                                                   
124 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.86. 
125 改正の詳細については、差し当たり、連邦労働社会省の HP
〔https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Qualifizierungsoffensive/qualifizierungsoffensive.html〕
を参照。 
126 かかる継続的職業訓練費用には、受講費用、交通費、宿泊費・食費、保育費が含まれる（社会法典

第Ⅲ編 83 条 1 項）。また、このうち受講費用には、教材、作業服代、試験手数料等が含まれる（社会法

典第Ⅲ編 84 条 1 項）。 
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もっとも、従来は、これらの制度の対象者は相当に限定的であったといえる。なんとな

れば、前者についていえば、助成対象となる労働者は、81 条 1 項により、失業が差し迫っ

ている労働者や、職業訓練を修了していない（fehlenden Berufsabschlusses）労働者、あ

るいは改正前 82 条により、従業員数 250 名以上の事業所で就労する満 45 歳以上の労働

者に限られ、また後者による助成対象は、上記のうち職業訓練を修了していない労働者が

継続的職業訓練を受講する場合に、労働免除を認める使用者に限られていたからである

（81 条 5 項）。 
 そこで、今回の改正によって、これら 2 つの助成制度は、その適用範囲が「テクノロジ

ーによって代替されうる職業に従事している」労働者が継続的職業訓練を受講する場面一

般へと、拡大されることとなった（新 82 条）。これによって、当該労働者がそのような職

業に従事している限り、その年齢や事業所規模等に関わらず、全ての労働者あるいはその

使用者は、制度の適用範囲に含まれることとなる。但し、上記・改正目的との関係で、助

成の支給対象となるためには、幾つかの要件が設定されている。 
このうちまず、労働者を対象とする継続的職業訓練費用の助成制度についていえば、新

82 条 1 項各号において、当該継続的職業訓練が、それにより「専ら（現在の）労働ポスト

に対する短期的な適合化という目的を超えるような、技能・知識・能力が獲得される」も

のであること（1 号）、事業所外で実施される、4 週間以上継続するものであること（4 号）、

雇用エージェンシーによる認証を受けていること（5 号）等の要件が設定されている。ま

た、新 82 条 2 項により、当該労働者が従業員数 10 名以上の事業所に属している場合に

は、その従業員数に応じて、使用者側も当該継続的職業訓練費用のうち、受講費用

（Lehrgangskosten）の一部を負担しなければならない。かかる負担割合は、従業員数 10
名以上 250 名未満の中小規模事業所においては受講費用の 50％、従業員数 250 名以上の

大規模事業所においては 70％となっている（従って、継続的職業訓練費用にかかる雇用エ

ージェンシー・使用者・労働者間での負担関係は、【表 1】の通りとなる）。これは、今回

の改正に関する立法理由書 127からも明らかであるように、継続的職業訓練を通じた労働者

の新たな職業資格の獲得については、原則として使用者に優先的な責任があると解されて

いることによる。 
【表 1】 

従業員数 使用者負担 雇用エージェンシー（AA）負担 労働者負担 

10人未満 

（零細事業所） 
負担無し 上限：継続的職業訓練費用 100％ 

使用者負担分および AAによる

助成を差し引いた残額 

                                                   
127 連邦労働社会省の HP
〔https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Qualifizierungsoffensive/qualifizierungsoffensive.html〕
から閲覧が可能である。 
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10名以上 250名未満

（中小規模事業所） 

受講費用の 50％           

（例外あり） 

上限：継続的職業訓練費用から使用者

負担分を差し引いた額 
同上 

250名以上 

（大規模事業所） 
受講費用の 75％ 

上限：継続的職業訓練費用から使用者

負担分を差し引いた額 
同上 

出典：筆者作成 

 
 一方、労働賃金助成金制度については、助成対象が、先ほどみた新 82 条 1 項各号が定

める要件を充たす継続的職業訓練を受講する労働者について、受講期間中につき賃金を支

払いつつ、労働義務の免除を認める全ての使用者に拡大されることとなった。但し、ここ

でも助成額については、【表 2】の通り、事業所規模によって段階的に設定されており、

従業員数 10 人未満の零細事業所においては使用者が当該労働者に支払った賃金額の 75％
が労働賃金助成金支給の上限となるが、かかる割合は、従業員数 10 名以上 250 名未満の

中小規模事業所については 50％、従業員数 250 名以上の大規模事業所については 25％に

設定されている。 
【表 2】 

従業員数 雇用エージェンシー（AA）負担 使用者負担 

10人未満 

（零細事業所） 

上限：75％ AAによる労働賃金助成金を差し引いた

残額 

10名以上250名未満

（中小規模事業所 

上限：50％ AAによる労働賃金助成金を差し引いた

残額 

250名以上 

（大規模事業所） 

上限：25％ AAによる労働賃金助成金を差し引いた

残額 

出典：筆者作成 

 
 かくして、Krause 鑑定意見も指摘していた、デジタル化した雇用社会における継続的

職業訓練をめぐる諸課題 128のうち、①については、労働者を対象とする継続的職業訓練費

用の助成制度の拡大という形で直接的に、また②および③の課題については、使用者を対

象とする労働賃金助成金制度の適用拡大によって間接的に、立法政策的対応が図られたも

                                                   
128 またこのほか、継続的職業訓練をめぐっては、どのような訓練プログラムが提供されるべきかとい

う問題もあるが、この点についてドイツでは 2018 年 11 月から、デジタル化時代における新たな継続的

職業訓練プログラムの策定を目的とした、連邦労働社会省・連邦教育研究省・連邦雇用エージェンシ

ー・各州・労使団体によって構成される会議体（「ナショナル継続的職業訓練戦略〔Nationalen 
Weiterbildungsstrategie〕」）が発足している。詳細については、連邦労働社会省の HP
〔https://www.bmas.de/DE/Themen/Aus-und-Weiterbildung/Nationale-
Weiterbildungsstrategie/nationale-weiterbildungsstrategie.html〕を参照。 

ディスカッションペーパー19-02

労働政策研究・研修機構（JILPT）



 

- 39 - 
 

のと整理することができよう 129。 
 
 
Ⅷ．集団的労使関係法 
 ところで、ここまでの検討からも明らかであるように、Krause 鑑定意見における一つ

の特徴は、雇用社会のデジタル化によって生じうる諸問題について、事業所委員会による

関与、とりわけ共同決定権を通じた解決を積極的に試みている点にある（→労働時間法に

ついてⅢ．8．（2）、労働安全衛生法についてⅤ．2、労働者個人情報〔データ〕保護法につ

いてⅥ．3 を、それぞれ参照）。もっとも、デジタル化がもたらす雇用社会の変化（特に、

第四および第五の変化）は、事業所委員会制度自体に対しても、様々な角度から検討課題

を提起しうる 130。 
 

1．デジタライゼーションによる企業組織の変化と“事業所”概念 
 このような検討課題として、Krause 鑑定意見がまず第一に挙げているのは、事業所委

員会の設置単位としての“事業所（Betrieb）”をめぐる問題である 131。 
 この点につき、ドイツ事業所組織法における“事業所”は、事業所委員会の選出手続に

おける選挙権・被選挙権者の範囲や、その共同決定権の射程を画する意味でも、極めて重

要な概念であるところ、にも関わらず同法自体は “事業所”概念について定義規定を置い

ていない。そのため、この点については従来から解釈に委ねられており、通説 132および連

邦労働裁判所の判例 133は、事業所組織法上の“事業所”を、“そこにおいて使用者が単独

で、あるいはその労働者との協働により、技術的および非物質的（immateriell）な手段を

用いて、一定の労働技術上の目的を継続して追求する、組織的な統一体”として定義して

きた。これは、伝統的な事業所のイメージが、単一の使用者によるトップダウンで決定が

なされるという意味において垂直的で、長期的に継続し、そのなかで労働者間での協働が

                                                   
129 なお、Ⅲ．9．（2）でみた 2018 年のパート・有期法改正、とりわけそれによる「期限付き労働時間

短縮請求権」（新 9a 条）の導入は、上記のうち②の課題に対する直接的な立法政策であると位置付ける

こともできる。実際、新 9a 条に関する法案理由書は、労働者による期限付き労働時間短縮請求権の行使

が想定される場面の一つとして、継続的職業訓練の受講時間の確保を挙げていた。この点については、

山本・前掲注（82）論文 36 頁を参照。 
130 このように、Krause 鑑定意見においては、ドイツにおける二元的労使関係システムのなかでも、従

業員代表（事業所委員会）システムをめぐるものが中心となっているが、いうまでもなく雇用社会のデ

ジタル化は労働協約システムないし労働組合法制に対しても影響を及ぼしうる。この点、かかるデジタ

ル化と争議行為法の領域との関係について検討を行った最近の文献（Giesen/Kersten, Der 
Arbeitskampf in der Digitalisierten Arbeitswelt, NZA 2018 S.1）を紹介したものとして、植村新「論

文 Today ・デジタル化された労働世界における争議行為」日本労働研究雑誌 699 号（2018 年）90 頁が

ある。 
131 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.89ff. 
132 vgl. Richardi, a.a.O.(Fn.65), §1 Rn.15-17; Fitting, a.a.O.(Fn.65), §1 Rn.63. 
133 vgl. etwa BAG, Beschl. v. 22.6.2005 - 7 ABR 57/04; BAG, Beschl. v. 13.2.2013 - 7 ABR 36/11. 
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行われる物理的空間として捉えられてきたことによる（“標準的事業所〔Nomalbetrieben〕”
概念）。確かに、このようなイメージのもとで、労働者利益代表としての事業所委員会が共

同決定権等を通じて、使用者の決定・判断に対し影響力を行使するためには、上記のよう

な“事業所”の定義が最も適合的であったであろう。 
 もっとも、Ⅱ．1 でもみたように、雇用社会のデジタル化はこのような伝統的な“事業

所”イメージの見直しを迫る契機となる。なんとなれば、将来における労働プロセスは、

短期的なプロジェクトの単位で、複数企業が水平的に結びついた、企業横断的な組織（ネ

ットワーク）構造のもと、場合によってはバーチャル空間において展開されうるからであ

る。そして、そこでは、上記でみたような垂直的・継続的・物理的組織構造といった“標

準的事業所”概念における特徴はもはや看取されない。かくして、このような企業組織構

造の変化のなかでは、伝統的な“事業所”概念に依拠するのみでは、事業所委員会が労働

者の利益代表を十分になしえない可能性が生じる。とりわけ、労働プロセスが、単一の使

用者によってではなく、企業横断的な組織によって決定される場合には、事業所委員会も

これに対応する組織構造を採ることができるのでなければ、その共同決定権はまさに“空

転する（leer laufen）”ことになろう。 
 とはいえ、実際のドイツにおける“事業所”の大部分は引き続き“標準的事業所”であ

ることから、Krause 鑑定意見も、上記でみた伝統的定義自体を放棄することは妥当では

ないとしている 134。むしろ、Krause 教授が注目しているのは、現在の事業所組織法 3 条

の規定である。この点につき、同条は、一定の要件のもと、労働協約によって事業所委員

会の設置単位を柔軟化することを認めているのであるが、現在でも、例えば事業所組織法

3 条 1 項 4 号は、各事業所委員会が企業横断的に協力するのに役立つ場合には、追加的な

委員会（Gremium）を設置することを可能としている。もっとも、かかる委員会の機能と

して想定されているのは、意見や情報交換等であって、少なくともそれ単独では共同決定

の主体とはなりえないというのが、現行法の解釈となっている 135。そのため、Krause 鑑

定意見は、とりわけ上記でみたような水平な企業間ネットワーク組織を念頭に、労働協約

によって、かかる組織構造に対応した追加的な事業所委員会を設置することができ、かつ

労働条件のうち企業横断的に決定される事柄については、かかる追加的事業所委員会が共

同決定権を行使しうるよう、事業所組織法 3 条を改正すべきことを提案している 136。 
 

2．被利益代表者の範囲をめぐる問題 
 また、これに続けて、Krause 鑑定意見は、事業所委員会によってその利益を代表される

者という観点においても、雇用社会のデジタル化は立法課題を提起することを指摘してい

                                                   
134 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.91. 
135 vgl. Fitting, a.a.O.(Fn.65), §3 Rn.53. 
136 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.94. 
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る 137。 
 この点につき、事業所組織法上は、性別や現業・非現業、あるいは勤務場所のいかんを

問わず（従って、テレワーカーも含めて）、「労働者」であれば、同法の適用対象となり（5
条 1 文および 2 文）、従って選挙権者（7 条）および被選挙権者（8 条）たりうるのである

が、しかし事業所組織法自体はそこでいう労働者か否かについて固有の判断基準を示して

はいない。そのため、通説 138および判例 139は従来、同法の適用対象を画するに際しても、

労働者性（Arbeitnehmereigenschaft）に関する一般的判断基準である“人的従属性

（persönliche Abhängigkeit）”を用いて判断を行ってきた 140。これにより、指揮命令に服

しつつ、他人決定的な労働を給付することを義務付けられている者のみが、労働者として

事業所組織法の適用を受けることとなる。 
 しかし他方、詳細はⅨで後述するように、雇用社会のデジタル化は、クラウドワーカー

に代表されるような（少なくとも法形式的には）独立自営業者として就労する層を拡大さ

せる（→Ⅸ．2 も参照）。この点、ドイツにおいては、独立自営業者のように、人的従属性

を欠く場合であっても、平均して収入の半分以上を特定の労務給付先に依存しているとい

う意味で、“経済的従属性（wirtschaftlichen Unselbständigkeit）”がある場合については、

“労働者類似の者（Arbeitnehmerähnliche Person）”141として労働法令の一部 142が適用

されることとなっている（但し、クラウドワーカーと“労働者類似の者”との関係につい

ては、Ⅸ．2 を参照）。そして、事業所組織法もまた、“労働者類似の者”にも同法を適用

する余地を認めているのであるが、しかしそれは現在のところは、“労働者類似の者”のな

かでも、家内労働法（HAG：→Ⅸ．2 も参照）の適用を受ける家内労働者（Heimarbeiter）
であって、かつ主として当該事業所のために働いている者に限られている（5 条 3 文）143。

従って、単に“労働者類似の者”であるだけでは、事業所組織法の適用を受け、事業所委

員会による利益代表を受けることはできないこととなっているのである。 

                                                   
137 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.94f. 
138 vgl. Fitting, a.a.O.(Fn.65), §5 Rn.15. 
139 etwa BAG, Beschl. v. 5.12.2012 - 7 ABR 48/11. 
140 なお、ドイツにおいてかかる労働者性の判断基準については、従来は判例法理であったが、2016 年

の民法典改正によって 611a 条として明文化されるに至っている。詳細については、山本陽大＝井川志郎

「ドイツにおける労働者派遣法および請負契約の濫用規制をめぐる新たな動向」労働法律旬報 1872 号

（2016 年）41－42 頁を参照。 
141 ドイツにおける“労働者類似の者”については、柳屋孝安『現代労働法と労働者概念』（信山社、

2005 年）56 頁以下に詳しい。 
142 代表的なものとして、労働裁判所法（ArbGG）、連邦年次休暇法、労働協約法（TVG）等が挙げら

れる。 
143 家内労働者とは、「自ら選択した職場（自宅または自ら選択した作業場）において、事業者または仲

介者の委託を受けて、単独でまたは家族とともに、業として労働に従事する者であって、労働の成果物

の利用を直接的または間接的に委託者たる事業者に委ねる者」をいう（家内労働法 2 条 1 項）。また、か

かる定義規定に加え、判例法上、上記にいう経済的従属性が家内労働者であることのメルクマールとな

ると解されている。この点については、後述のⅨ．2 を参照。 
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 もっとも、この点についてドイツでは以前から、事業所組織法への“労働者類似の者”

全体の包摂が議論されており、Krause 鑑定意見も、当該事業所のために主として働いて

いるのであれば 144、全ての“労働者類似の者”を事業所組織法の適用対象に含める方向で、

同法 5 条を改正すべきであるとする。具体的には、他の幾つかの法令（例えば、一般平等

取扱法〔AGG〕6 条 1 項）を参考に、適用対象に関する最上位概念としての「被用者

（Beschäftigte）」の概念を設け、そのなかに、労働者や家内労働者だけでなく、“労働者類

似の者”も含まれる旨を明記することを提案している 145。 
 

3．事業所委員会活動の実効化 
 以上のほか、Krause 鑑定意見は、雇用社会のデジタル化のなかで、事業所委員会がより

いっそう実効的にその活動をなしうるよう法的環境を整備することについても、幾つかの

提言を行っている 146。 
 
（1）ビデオカンファレンスによる事業所委員会決議 

 このようなものとして、第一に Krause 教授が提案しているのは、事業所委員会の決議

をビデオカンファレンスによって行うことの解禁である。 
 この点につき、現在の事業所組織法 33 条 1 項 1 文は、事業所委員会の決議は、委員間

での口頭による審議に基づいて行われるべきという観点から、“出席（anwesend）”委員の

過半数の投票によって決議を行うことを求めている。このこととの関係で、事業所委員会

の決議を例えばメール回付のような手段によって行うことはできない。また、ビデオカン

ファレンスによる決議については、口頭による審議の機会は確保されるため、上記の“出

席”要件は充たすと解しうるものの、事業所組織法 30 条 4 項が定める事業所委員会会議

にかかる非公開原則に抵触するため、現行法上は、やはりできないこととなっている 147。 
 しかし、Krause 教授も指摘するように、第四次産業革命の進展によって、テレワークに

代表されるように、労働にかかる場所的柔軟性が高まることで、事業所委員会委員の地理

的な分散が生じうる一方、事業所組織法が定める事業所委員会の関与権には、その行使に

ついて短期間の時間的制約が付されているものも幾つかあるため（例えば、99 条 3 項〔人

事上の個別的措置に対する同意拒否〕、102 条 2 項・3 項〔解雇に対する異議表明〕）、各委

員の物理的な形での出席による決議が常に必要であるとすると、事業所委員会がかかる関

与権を実効的に行使しえない場面が生じうることとなる。 

                                                   
144 なお、この場合、現状において家内労働者にも事業所組織法が適用されることと比較すると、当該

“労働者類似の者”が空間的に事業所の外で就労していることからは、事業所組織法の適用可能性は直

ちには排除されない（Krause, a.a.O.(Fn.12), S.95f）。 
145 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.96. 
146 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.96ff. 
147 以上につき、Fitting, a.a.O.(Fn.65), §33 Rn.21a-21b を参照。 
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そのため、Krause 鑑定意見は、今後は事業所委員会の決議をビデオカンファレンスに

よっても行いうるよう、事業所組織法を改正すべきであるとする 148。また、Krause 教授

は、各委員の会議出席のための移動費用も含めて、事業所委員会の運営費用は全て使用者

の負担であることからすると（事業所組織法 40 条）、決議にかかるビデオカンファレンス

の解禁は、使用者側にとってもコスト削減のメリットがあることを指摘している 149。 
 
（2）外部専門家の招聘権 

 また、上記の点に関する Krause 鑑定意見のもう一つの提案は、事業所委員会による外

部専門家（Sachverständige）の招聘権の拡大である。 
 この点につき、現在の事業所組織法はまず、80 条 3 項において、事業所委員会が共同決

定を含めてその活動にかかる専門的知見を得るために、外部の専門家を招聘しうる旨を定

めている。もっとも、ここでは使用者と事前に協定（Vereinbarung）を締結していること

が要件となっており、かかる協定が無い場合には、そもそも外部専門家を招聘することは

できない。但し、事業所の合併や分割等のいわゆる事業所変更（Betriebsänderungen）が

テーマとなっている限りにおいては、111 条 2 文により、従業員数 300 人以上の企業の事

業所委員会は、上記の協定がなくとも、外部の専門家を招聘できることとなっている。か

かる規定は、2001 年の事業所組織法改正によって導入されたものであるが、その立法理由

書 150によれば、事業所変更という高度に複雑なテーマに事業所委員会が即応するために

は、事前に協定がなくとも、外部の専門家を招聘可能としておく必要性があることが、そ

の正当化根拠として挙げられている。 
 しかし、これに対して、Krause 教授は、例えば事業所への新たなデジタル・テクノロジ

ーの導入にかかる共同決定のような、デジタル化した雇用社会における事業所委員会の活

動は、事業所変更の場面と比較可能な程度に、外部専門家の招聘無くしては対応しえない

複雑な問題であると指摘する 151。そのため、Krause 鑑定意見では、現在の事業所組織法

111 条 2 項を事業所変更以外の場面にも適用される一般的ルールとして、新 2 文として 80
条 3 項へ移行させることが提案されている。 
 
 
Ⅸ．自営的就業者保護法 

1．クラウドワークの普及と法規制の必要性 
 最後に、Krause 鑑定意見が検討対象として採り上げているのは、雇用社会のデジタル

                                                   
148 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.97. 
149 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.98. 
150 BT-Drs.14/5741, S.51f. 
151 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.98. 
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化がもたらす第五の変化である、プラットフォーム・エコノミーの台頭とそれによって登

場する新たな就労形態である。この点につき、インターネット・プラットフォームを通じ

た労働力の仲介という観点からみると、例えば Uber に代表されるような運転サービスや、

そのほかにも清掃や家事手伝いといった物理的なサービスの提供も広く議論の射程に入り

うるが、Krause 教授はここでは、クラウドソーシング・プラットフォームを通じたクラウ

ドワークに限定して検討を行っている 152。 
 周知の通り、クラウドワークとは、発注者（クラウドソーサー）が特定のタスクの処理

を、クラウドソーシング・プラットフォームを通じて、不特定多数の者（クラウド）に対

して公示し、これを受注した者がクラウドワーカーとしてそのタスクを処理するというも

のである。ここで仲介されるタスクとしては、特段のスキルを要しない細分化されたタス

ク（マイクロタスク）から、製品のデザインや開発といったような複雑なプロジェクトま

で、非常に幅広いものがあるが、いずれにせよかかるクラウドワークにおいては、上記の

Uber 等におけるのとは異なり、タスク処理が全てインターネット空間において展開され

る点に、大きな特徴がある。 
 このようなクラウドワークは、近年世界的な広がりをみせており、2015 年の初頭におけ

るクラウドソーシング・プラットフォームの数は、全世界で 2,300 あり、そのうち 65 が

ドイツにあるとされている 153。もっとも、Krause 教授によれば、クラウドワーカーの就

業態様や就業条件については、明らかではない部分が多く、特にクラウドワーカーの生計

にとって、クラウドワークからの収入がどの程度を占めているのかについては、引き続き

研究を要する 154。しかしながら、例えばアメリカを拠点とする有名なクラウドソーシン

グ・プラットフォームである Amazon Mechanikal Turk においては、そこで就労するクラ

ウドワーカーの収入は時間単位で平均すると 2 ドル程度であるとも指摘されており、

Krause 教授いわく、今後、ドイツにおいてもこのような低報酬でしか働くことができな

いクラウドワーカー層（いわゆる“デジタル・プレカリアート”）が拡大してゆくとすれば、

労働法の観点からは憂慮すべき事態となる 155。特に、クラウドソーシング・プラットフォ

ームを通じたタスク処理にかかる公示は、インターネット空間を利用する特性上、一般的

に賃金水準の低い発展途上国におけるクラウドワーカーをも名宛て人としてなされうるた

                                                   
152 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.99ff. また、ドイツにおけるクラウドワークをめぐる労働法上の問題につ

いて検討を行った邦語文献として、後藤究「ドイツにおけるクラウドソーシングの進展と労働法の課

題」季刊労働法 259 号（2017 年）77 頁、山本陽大「クラウドワーカーの保護のために労働組合は何を

なし得るか？－ドイツにおける 2 つの取り組み例から」Business Labor Trend 2018 年 6 月号 28 頁があ

る。 
153 Däubler/Klebe, Crowdwork: Die neue Form der Arbeit - Arbeitgeber auf der Flucht?, NZA 2015, 
S.1032. また、同論文を紹介した邦語文献として、石崎由希子「論文 Today・クラウドワーク：新たな

労働形態－使用者は逃亡中？」日本労働研究雑誌 672 号（2016 年）85 頁がある。 
154 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.102. なお、ドイツにおけるクラウドワークの実態については、後藤・前

掲注（152）論文 78 頁以下、山本・前掲注（152）論文 28－29 頁も参照。 
155 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.103. 
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め、一部のクラウドワークについては、ダンピング競争にさらされる危険もある。 
 

2．クラウドワーカーと現行労働法 
 それでは、このようなクラウドワーカーを現行のドイツ労働法の枠組みにおいて保護す

ることは可能であろうか 156。 
 この問題について、Krause 鑑定意見は、クラウドワーカーが“労働者”性（民法典 611a
条）を認められる可能性は、アプリオリには排除されないということを、まずは指摘する。

すなわち、テレワーカーについても労働者性が認められうることと比較すると、例えば、

スクリーンショットや作業経過のプロトコル化等によって、タスクの処理に関して発注者

から具体的なコントロールが及んでいる場合には、人的従属性が認められ、それによって

当該クラウドワーカーに労働者性が認められる場合もありうる。また、プラットフォーム

自体が仲介者の役割を超えて、タスク処理に際してクラウドワーカーが遵守すべき基準を

厳格に設定しているような場合には、プラットフォーム運営事業者との関係で、労働者性

が認められる場合もありうる。従って、この点は具体的な事実関係に全面的に依拠するの

であるが、しかし一般的にいって、クラウドワーカーは、働く時間や場所を自らで自由に

決定でき、またはタスクの処理について指揮命令を受けることはないことからすると、通

常は労働者性は認められないというのが、学説の多数 157の理解となっている。 
 そうすると、次に問題となるのは、クラウドワーカーが“労働者類似の者”と評価され、

労働法による一定の保護を受けることができるか否かであるが、Ⅷ．2 でみたように、ド

イツにおいて“労働者類似の者”と評価されるためには、平均して収入の半分以上を特定

の発注者に依存している関係（経済的従属性）が存在していなければならない。そのため、

クラウドワーカーが複数のプラットフォーム上で活動し、あるいは一つのプラットフォー

ムのなかでも複数の発注者から受注を受けているといったような場合には、“労働者類似

の者”と認めることもまた、困難となる 158。更に、家内労働法 159による保護を及ぼすこ

とが可能であるかという点についても、連邦労働裁判所の判例 160が家内労働者についても

経済的従属性を要件として求めていることとの関係で困難とならざるをえない。またこの

                                                   
156 この点については、桑村裕美子「第四次産業革命とドイツ労働組合法制の行方－労働協約制度にお

ける非労働者の位置付けに着目した基礎的検討」『第四次産業革命と労働法の課題』（労働問題リサーチ

センター、2018 年）58 頁以下も参照。 
157 Günther/Böglmüller, Arbeitsrecht 4.0 - Arbeitsrechtliche Herausforderungen in der vierten 
industriellen Revolution, NZA 2015, S.1030; Däubler/Klebe, a.a.O.(Fn.153), S.1035; Krause, 
a.a.O.(Fn.12), S.104. また、後藤・前掲注（152）論文 85 頁以下、山本・前掲注（152）論文 28 頁も参

照。 
158 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.105. また、後藤・前掲注（152）論文 85 頁も参照。 
159 ドイツにおける家内労働法については、『労働政策研究報告書 No.5・欧米における在宅ワークの実

態と日本への示唆－アメリカ、イギリス、ドイツの実態から』（労働政策研究・研修機構、2004 年）215
頁以下〔小俣勝治執筆部分〕を参照。 
160 vgl. etwa BAG, Urt. v. 3.4.1990 - 3 AZR 258/88. 
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ことに加え、学説のなかには、家内労働法の世界においては、発注者が複数の家内労働者

に対して仕事を均等に配分するという、家内労働者側は受け身の関係が前提となっている

のに対し（家内労働法 11 条 1 項）、クラウドワークにおいてはクラウドワーカーがタスク

処理の公募に対して積極的に応募し、場合によっては一人のみが受注を得るという関係に

あるため、家内労働法の定義に当てはまらないことを指摘するものもある 161。 
 このようにみてゆくと、現行法上は、クラウドワーカーの法的地位は多くの場合、独立

自営業者として理解せざるをえないこととなる。 
 

3．規制の方向性 
 このような状況に直面して、学説のなかには民法典上の約款規制等を活用してクラウド

ワーカーの保護を試みようとするものもあるが 162、Krause 鑑定意見は、それだけでは保

護水準としては不十分であることを理由に、基本的には労働法の規制領域へ取り込むべき

との方向性を示している。但し、Krause 教授は、クラウドワークの特殊性、とりわけ当事

者の独立性からすると、“労働者”概念自体を再定義（拡張）し、クラウドワーカーを包括

的に労働法へ取り込むことまでは正当化されないとの立場を採っており、むしろ問題の解

決のためには、家内労働法を現代化（Modernisierung）させ、なかでも労働時間規制（第

4 章）や安全衛生規制（第 5 章）、賃金規制（第 6～8 章）あるいは解雇予告期間の規制（第

9 章）といった、家内労働に特殊な保護メカニズムをクラウドワークにも及ぼすべきであ

るとする 163。 
 また、これと並んで、Krause 鑑定意見はクラウドワーカーの組織化という側面にも着

目している。すなわち、先ほど 1．でもみたように、一方においてクラウドワークの問題

の中心が特に報酬の低さという点にあり、しかし他方ではクラウドワーカー個々人では問

題の解決が困難であるとすれば、“集団的な自助（kollektive Selbsthilfe）”による解決を

可能とするための法的な枠組みが創出されるべきであるとする。このようなものとして、

Krause 鑑定意見は、通常の労働者におけるのとは異なり、クラウドワークの場合は物理

的な事業所における組織化活動になじまないことから、労働組合に対し、クラウドワーカ

ーのオルグ活動を可能とするためのバーチャル掲示板をクラウドワーク・プラットフォー

ムへ設置することを、当該プラットフォームの運営者へ請求できる権利を付与すべきこと

を提案している 164165。 

                                                   
161 Däubler/Klebe, a.a.O.(Fn.153), S.1036. 
162 Däubler/Klebe, a.a.O.(Fn.153), S.1037ff. また、石崎・前掲注（153）論文 85－86 頁も参照。 
163 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.106. 
164 なお、ドイツにおいては既に金属産業労働組合（IG Metall）がクラウドワーカーの組織化に取り組

むとともに、その保護に向けた様々な活動を行っている。この点の詳細については、山本・前掲注

（152）論文 29 頁以下を参照。 
165 以上のほか、Krause 鑑定意見は、クラウドワーカーのような新たな自営的就業者と社会保障法との
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Ⅹ．結語 

1．第 71 回ドイツ法曹大会における“決議”結果 
 このようにみてゆくと、Krause 鑑定意見のなかで、雇用社会のデジタル化（第四次産業

革命）に対応するために新たに必要なものとして具体的な形で提案されている立法政策は、

ひっきょう次の通りに整理することができる。 
 
【Krause 鑑定意見における改正提案】 
≪労働時間法≫ 
① 労働時間法 7 条 1 項 3 号の改正：“労働の性質上”要件の廃止 
② 労働時間法の遵守に関する使用者の責任範囲の明確化 
③ “アクセスされない権利”の明記 
④ “テレワークを行う権利（働く時間・場所に関する主権）”の明記 
≪年次有給休暇法≫ 
⑤ 連邦年次休暇法 9 条の改正：休暇中のわずかとはいえないデジタル・ワークが行わ

れた場合は、当該休暇日は不使用となり、またそれが複数日にわたる場合、連続し

て付与された休暇日全体が不使用となる旨を明記 
≪労働安全衛生法≫ 
⑥ 事業所組織法 91 条の改正：“明らかに”および“特別な”の文言を削除 
⑦ 作業場規則の改正：一部規定のテレワークへの適用、および使用者の立入権等の明

記 
⑧ 精神的負担からの労働者の保護に関する規則の策定 
≪個人情報保護法≫ 
⑨ 労働者個人データ保護に関するルールの明確化 
⑩ 事業所組織法 87 条 1 項 6 号の改正：労働者の個人データとの接触を生じる全ての

ツールの導入に及ぶ旨を明確化 
≪職業訓練法≫ 
⑪ 社会法典第Ⅲ編の改正：継続的職業訓練受講費用の助成制度等の適用範囲拡大 

                                                   
関係については、2010 年にベルリンで開催された第 68 回ドイツ法曹大会の労働・社会法部会へ提出さ

れた、Raimund Waltermann 教授の鑑定意見（”Abschied vom Normalarbeitsverhältnis? - Welche 
arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen empfehlen sich im Hinblick auf die 
Zunahme neuer Beschäftigungsformen und die wachsende 
Diskontinuität von Erwerbsbiographien?”）の内容（特に、独立自営業者の義務的年金保険制度への取

り込み）に賛成している。なお、同鑑定意見の内容については、ライムント・ヴァルターマン（緒方桂

子・訳）「標準的労働関係との訣別？－新たな就業形態が拡大し、職歴の不連続性が増大するなかで、ど

のような労働法および社会保障の規定を提案するか？」労働法律旬報 1817 号（2014 年）6 頁も参照。 
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≪集団的労使関係法≫ 
⑫ 事業所組織法 3 条の改正：企業間ネットワーク組織に対応した追加的事業所委員会

の設置可能性、および企業横断的事項に関する共同決定権を明記 
⑬ 事業所組織法への“被用者”概念の導入：“労働者類似の者”一般への適用範囲拡

大 
⑭ ビデオカンファレンスによる事業所委員会決議の解禁 
⑮ 事業所組織法 80 条 3 項の改正：111 条 2 文を一般化させたうえで、新 80 条 3 項 2

文として追記 
≪自営的就業者保護法≫ 
⑯ クラウドワークへの対応を目的とした家内労働法の改正 
⑰ プラットフォーム運営者に対してバーチャル掲示板の設置を求める権利を、労働組

合に付与 

 
 そして、これら Krause 鑑定意見において掲げられた立法提案のうち④～⑬、⑯および

⑰については、第 71 回ドイツ法曹大会（労働・社会法部会）において“決議”の対象とさ

れ、その結果、⑤の提案を除いては、全て賛成多数で「採択（angenommen）」されている

166。また、そのなかでも、④のうち、労働時間にかかる主権部分については、2018 年 12
月のパート・有期法改正（→Ⅲ．9．（2））により、また⑦のうち、テレワークへの作業場

規則の適用については 2016 年 12 月の作業場規則改正（→Ⅴ．3）により、⑨については

2018 年 5 月の連邦データ保護法改正（→Ⅵ．2）により、そして⑪については 2018 年 12
月の社会法典第Ⅲ編改正（→Ⅶ．3）により、それぞれ立法政策として現に実施されるに至

ったことは、既に各箇所でみた通りである。今後、その他の提案についても順次実施され

てゆくのかという点については、現段階では未知数といわざるをえないが、上記の点に鑑

みると、少なくとも Krause 鑑定意見が一定程度で立法府に対し影響力を発揮したことは、

確かなようである 167。 
 

2．日本への示唆－Krause 鑑定意見から何を学ぶべきか？ 
 以上、本稿においては、主に 2016 年に公表された Krause 鑑定意見を素材として、第四

次産業革命ないし雇用社会のデジタル化が進展するなかでの、労働法政策による対応の要

否およびその在り方（“労働 4.0”）にかかる、ドイツ労働法学上の議論状況を明らかにする

ことを試みた。 
                                                   
166 かかる決議結果については、以下の URL から閲覧が可能である。

〔https://www.djt.de/fileadmin/downloads/71/161213_71_beschluesse_web.pdf〕 
167 なお、上記のうち、例えば⑭および⑮については、ドイツ法曹大会における“決議”の対象にはな

っていないものの、Ⅰ．2 でみた『労働 4.0・白書』には、これと同一内容の立法政策が明記されてい

る。この点については、山本・前掲注（9）論文 17－18 頁を参照。 
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むろん、本稿で採り上げた内容が、かかる議論にとっての全てを示しているわけではな

いであろう。Krause 教授自身、上記・鑑定意見は「雇用社会のデジタル化によって提起さ

れる全ての労働法上の問題につき広範な論究を行うことを目指したものではない」168こと

を自認している。また、先ほどもみた通り、そこで示された各種立法政策上の提案のなか

には、⑤のように、ドイツ法曹大会において「否決（abgelehnt）」されたものもある。こ

のことは、“労働 4.0”をめぐり、ドイツ労働法学のなかでもなお、統一的なコンセンサス

が得られているわけではないことを示しているように思われる。

しかし、そうではあっても、冒頭で述べたように、それがドイツ法曹大会における鑑定

意見としての役割を与えられたものであったことに加え、本稿でみた通り、そこでは第四

次産業革命ないしデジタライゼーションが既存の労働法体系に及ぼしうる影響について、

相当に包括的な形で検討を行われていたことからすれば、Krause 鑑定意見が、ドイツ労

働法学における“労働 4.0”をめぐる議論について、一つの到達点を示したものであること

は、いささかも疑われえないであろう。

1．でみた①～⑰を含めて、Krause 鑑定意見のなかで提示されている個々の立法政策上

の議論自体、Society5.0 による雇用社会の変容に直面しようとしている日本の議論にとっ

て極めて興味深い。それどころか、我が国の、とりわけ立法政策の現場における議論では、

未だ明確には意識されていない論点をも、気づかせてくれているように思われる。もっと

も、ここでみたドイツにおける議論状況と、そこで採り上げられた労働法の各規制領域を

めぐる日本の議論状況を踏まえた比較法的検討については他日を期すこととして、ここで

は我々が範とすべき、Krause 鑑定意見におけるいわば基本姿勢を 2 点挙げることで、本

稿の結びとしたい。

この点につき、1 点目は、同鑑定意見において Krause 教授は、雇用社会のデジタル化

をめぐる雇用社会の変容について、立法政策による対応を含めた法学的検討の必要性を見

極めるために、可能な限り正確な実態把握を試みようとしている点である。冒頭でもみた

ように、本稿における主題（theme）というのは優れて未来予測的な問題であることは否

定しがたいところ、Krause 鑑定意見は、そのようななかでも議論が空論に陥ることのな

いよう、豊富な調査や統計資料を駆使して、現実性のある未来予想を描き出そうとしてい

る。このことは、とりわけ立法政策上の観点からみたときには、我々をして、第四次産業

革命（“労働 4.0”）の文脈のなかでも、まさに「エビデンスに基づいた政策形成（EBPM：

evidence-based policy making）」169が不可欠であるとの認識を確かなものとさせる。 
また、2 点目として、かかるエビデンスを踏まえた法学的検討に当たり、Krause 鑑定意見

は、究極的には立法政策上の提案を行うことを目的としつつも、その過程では、関係す

168 Krause, a.a.O.(Fn.12), S.25. 
169 EBPM については、厚生労働省『働き方に関する政策決定プロセス有識者会議報告書』

〔https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145865.html〕を参照。 
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る各労働法令をめぐる既存の解釈論に常に目を配りながら、検討を進めている点が挙げら

れる。すなわち、そこでは雇用社会の変化について、既存の判例あるいは学説の解釈によ

る対応の限界がまずは見極められ、対応不可能な場合、あるいは対応可能であっても明確

性の要請が働く場合について、立法政策による対応を検討するという思考プロセスが辿ら

れているのである。1．でみた Krause 鑑定意見により提案された各種法改正が、数的にみ

てさほど多いともいえないのは、この点に由来するものといえよう。むしろ、雇用・労働

をめぐるルールの過度な立法化は、規制の硬直性を生み出すおそれもある。いずれにせよ、

かかる Krause 鑑定意見の基本姿勢は、我が国においても、第四次産業革命（“労働 4.0”）
をめぐる法政策（Rechtspolitik）論は、法解釈（Rechtsauslegung）論との関係を常に意

識しながら進めてゆくべきことを、改めて我々に教えてくれているように思われる。 
 

以上 
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